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妓
用
の
可
測
性
及
比
較
可
能
性
に
闊
し
て
論
議
な
さ
れ
る
事
既
に
久
し
い
。
斯
論
議
が
、

論
的
構
造
の
礎
と
な
す
と
こ
ろ
の
限
昇
妓
用
學
詮
の
成
否
に
闘
し
て
な
さ
れ
る
事
は
云
ふ
を
侯
た
な
い
。

題
に
闘
し
て
、
限
界
妓
用
學
脱
贅
否
附
側
よ
b
相
逆
の
見
解
の
現
は
れ
る
事
も
亦
親
や
す
き
逍
理
で
あ
る
。
先
づ
、
古
き

時
代
の
限
界
妓
用
學
説
の
主
張
者
乃
至
支
持
者
に
於
い
て
は
、

ゐ
る
。
而
し
て
、
概
し
て
斯
二
可
能
性
に
到
し
て
何
等
の
疑
問
も
挿
ま
れ
す
｀
更
に
、

限
界
奴
用
新
測
定
法
の
陥
穿
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そ
の
論
證
は
典
へ
ら
れ
て
ゐ
た

妓
用
の
可
測
性
と
比
較
可
能
性
と
が
共
に
肯
定
せ
ら
れ
て

栗

限
界
奴
用
新
測
定
法
の
陥
非

村

雄

従
つ
て
、
斯
問

奴
用
別
し
て
限
界
奴
用
を
理

吉



性
の
問
題
が
如
何
に
あ
れ
、
そ
の
問
題
の
外
に
於
い
て
、

放
用
か
可
測
な
る
も
の
で
あ
れ
、
然
ら

1) 

略
詮
し
た
る
如
く
、

妓
用
の
問
題
（
澗
定
及
比
較
の
問
暖
を
含
め
て
）
が
取
扱
は
れ

妓
用
の
比
較
可
能
と
測
定
の
可
能
と
の
理
論
的
闘
係
に

理
論

比
較
の
可
能
と
云
ふ
事
賓
に
甚
ぎ
て
樹
て
ら
れ
た
選
捧
の
原
理

定
し
去
る
事
は
議
論
の
行
過
ぎ
と
一
般
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

く
と
も
肯
定
的
見
解
を
採
ら
な
い
が
、

こ
そ
否
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

日
常
行
は
れ
る
経
験
に
就
い
て
微
す
る
に
、

斯
見
解
の
前

第
二
の
異
吟
国
は
放
用
の
可
測
性
に
闘
し
て
は
否
定
的
見
解
を
採
る
か
乃
至
は
少

比
較
の
可
能
だ
け
を
・
モ
張
せ
ん
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

る
限
界
放
用
學
説
就
中
後
期
ロ
ザ
ヌ
學
派
の
人
々
に
依
り
て
支
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

醜
り
て
惟
ふ
に
、
債
値
乃
至
債
格
の
理
論
に
於
い
て
、

賛
否
附
側
よ
り
窟
々
の
設
が
な
さ
れ
、
幾
多
の
煩
雑
た
る
課
題
が
提
起
さ
れ
る
。

斯
見
解
は
改
良
せ
ら
れ
た

こ
れ
に
あ
り
て
は
放
用
の
可
測

を
援
用
し
て
、
憤
格
理
論
就
中
需
要
函
数
の
決
定
が
試
み
ら
れ
る
。
此
試
に
あ
り
て
も
、
詳
細
の
黙
に
到
り
て
は
、

的
構
造
の
差
異
は
あ
る
が
、
今
は
そ
の
問
題
に
は
立
入
ら
な
い
。

就
い
て
は
、
考
ふ
べ
き
璽
要
の
問
顆
が
潜
む
と
思
ふ
が
、
こ
の
問
題
に
も
故
で
は
罵
れ
な
い
。
後
の
機
會
に
譲
る

Q

る
の
は
、
奴
用
が
需
要
函
数
の
決
定
的
因
子
で
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。
然
る
に
、
放
用
に
就
い
て
、

て
あ
げ
ら
れ
る
。
併
し
な
が
ら
可
測
性
は
別
と
し
て
、

同
一
個
人
に
於
け
る
同
稲
及
異
種
の
奴
用
の
比
較
の
可
能
を
も
否

限
界
放
用
新
濶
定
法
の
陥
穿

い
。
謂
ば
、
斯
二
可
能
性
は
證
明
を
要
せ
ざ
る
自
明
の
事
柄
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
＼
如
く
で
あ
る
。

に
あ
り
て
限
界
妓
用
學
説
を
認
め
す
否
寧
ろ
之
を
否
定
せ
ん
と
す
る
人
々
に
依
り
て
、

そ
の
否
定
除
の
理
論
的
根
摸
と
し

論
に
酎
し
て
、
二
の
異
論
が
あ
る
。

一
は
可
測
性
及
比
較
可
能
性
共
に
否
定
す
る
見
解
で
あ
る
。

此
見
解
は
、
別
の
立
場
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ざ
る
も
の
で
あ
れ
、

比
較
可
能
の
も
の
で
あ
れ
、
然
ら
ざ
る
も
の
で
あ
れ
、

要
因
で
あ
る
な
ら
ば
、

需
要
函
敷
と
供
給
函
敷
と
の
相
闘
々
係
に
依
り
て
決
定
さ
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
憤
格
及

需
要
函
敷
そ
の
も
の
或
は
更
に
遡
り
て
限
界
妓
用
が
一
定
の
閥
係
に
於
い
て
投
影
的
に
姿
を
現
は
し
て

ゐ
る
筈
で
あ
る
。
然
る
が
故
に
、

測
定
及
比
較
の
可
能
に
就
い
て
何
等
の
疑
の
徐
地
た
き
客
観
的
事
賓
で
あ
る
と
こ
ろ
の

し
め
、
或
は
そ
れ
か
ら
こ
れ
を
導
出
さ
ん
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

恰
も
、
軍
力
の
直
接
的
測
定
は
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
、

具
閥
的
数
値
を
間
接
的
に
測
定
せ
ん
と
す
る
試
と
軌
を
等
し
く
す
る
。
こ
の
試
に
二
あ
る
。

を
理
論
的
構
造
の
基
礎
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
モ
観
學
派
及
至
心
理
學
派
は
抽
象
的
闘
係
の
叙
述
諜
明
に
止
り
て
具
開
的
闘
係

の
説
明
に
役
立
た
す
と
た
す
非
難
か
ら
免
れ
ん
と
す
る
一
の
努
力
の
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、

る
詣
困
難
か
ら
免
れ
ん
と
す
る
努
力
の
表
は
れ
で
も
あ
る
と
考
へ
ら
れ
や
う
。
私
は
i

廿
つ
て
、

め

的
測
定
法
の
可
能
條
件

r
就
い
て
論
じ
た
a

こ
れ
等
の
試
み
は
、

妓
用
の
直
接
測
定
に
絡
ま

今
は
後
の
試
即
ち
限
界
放
用
の
統
計
的
澗
定
の
方
法
に
就
い
て
吟
味
批
判
を

た
し
た
い
と
思
ふ
。
需
要
函
数
に
闘
す
る
私
見
の
開
陳
の
総
の
準
備
工
作
と
し
て
必
要
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。

限
界
妓
用
の
統
計
的
測
定
の
問
題
の
茄
芽
が
ゼ
ボ
ン
ス
に
宿
し
て
ゐ
た
事
は
敢
へ
て
問
は
な
い
。

的
測
定
の
試
で
あ
る
。
他
は
限
界
奴
用
の
統
計
的
測
定
の
試
で
あ
る
。

斯
問
題
を
現
代
的
経

需
要
の
一
般
法
則
の
統
計

こ
れ
等
の
試
は
、
共
に
、
モ
観
的
乃
至
心
理
的
要
因

一
は
需
要
一
般
法
則
の
統
計

そ
れ
が
外
部
に
現
は
れ
た
る
閻
係
即
ち
振
子
の
運
動
よ
り
重
力
の

憤
格
及
取
引
飛
の
間
に
あ
る
一
定
の
闊
係
を
以
つ
て
、

そ
れ
を
招
来
し
た
と
こ
ろ
の
、
モ
賎
的
乃
至
ヽ
心
珂
的
闘
係
を
代
表
せ

取
引
最
の
上
に
、

妓
用
別
し
て
限
界
放
用
が
需
要
函
敷
の
決
定

2) 

3) 

4) 

J evons. The Theory of Political Economy p. 11-12. 
拙月ら 需要曲線及供給曲綿の統計的測定法の可能條件、本誌、 第四巻第三彼、

シュルツ統計的需要曲統を評す。本誌第五咎総一品厖
Jevons. ibid. 



限
界
放
用
新
瀾
定
法
の
陥
穿

ナ
ア
・
フ
リ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。

を
開
陳
し
た
い
と
思
ふ
。

フ
リ
ッ
シ
ュ
法
の
叙
述

二
九
二

演
學
の
問
題
と
し
て
取
扱
っ
た
も
の
は
フ
シ
ッ
ャ
ア
で
あ
り
、
そ
れ
を
更
に
登
展
せ
し
め
た
る
は
そ
の
共
同
研
究
者
ラ
グ

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
一
九
二
六
年
既
に
斯
問
題
に
賜
し
て
小
冊
子
を
公
に
し
て
ゐ
る
。
併
し
な

後
の
而
し
て
よ
b
完
全
な
る
研
究
と
云
は
れ
て
ゐ
る
著
書
を
考
察
の
釘
象

次
に
フ
リ
ッ
シ
ュ
方
法
に
酎
す
る
私
見

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
先
づ
物
理
的
に
よ
く
可
測
的
な
る
財
例
へ
ば
砂
糖
の
如
き
を
考
察
す
る
り
今
、

の
一
定
董
X

を
一
定
輩
位
時
間
に
消
費
す
る
と
す
る
。
此
の
財
を
、
後
に
述
ぺ
る
如
く
、

貨
幣
と
の
比
較
に
川
ひ
る
が
故
に
、
比
較
財
と
呼
ぶ
。

貨
幣
限
界
妓
用
測
定
に
際
し
て

一
は
斯
財
の
物
理
的
箪
位
（
例
へ
ば
一
封
度
な
ど
）
に
就
い
て
測
定
せ
ら
れ
た
る
限
界
放
用
で
あ
る
。

入
に
振
向
け
ら
れ
る
貨
幣
額
の
貨
幣
罪
位
（
弗
、
閲
な
ど
）
に
就
い
て
測
定
せ
ら
れ
た
る
限
界
妓
用

(
m
a
r
g
i
n
a
l
utility 

m
e
a
s
u
r
e
d
 p
e
r
 dollars 

w
o
r
t
h
 o
f
 t
h
e
 m
o
n
e
y
)

で
あ
る
，
先
づ
前
者
よ
り
述
べ
る
。

比
較
財
X
に
闘
し
て
、

量
X

の
み
に
依
存
す
る
。

そ
の
物
理
的
箪
位
に
就
い
て
測
定
せ
ら
れ
た
る
限
界
奴
用
U

は、

一
箪
位
時
間
に
於
け
る
消
費

固
よ
り
此
財
の
限
界
放
用
は
、
補
完
的
に
又
は
排
他
的
に
作
用
す
る
と
こ
ろ
の
同
時
に
消
費
せ

二
は
斯
財
の
購

比
較
財
X
に
就
い
て
二
稲
の
限
界
放
用
を
考
へ
る
事
が
出
来
る
。

と
し
た
い
と
思
ふ
。
順
序
と
し
て
先
づ
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
見
解
を
簡
箪
に
叙
述
し

が
ら
、
之
を
手
に
入
れ
る
に
逍
が
な
い
故
に
、

第

五

巻
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る
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5) I. Fisher, Astatistical Method far Measuring Marginal utility and Tes-
ting the Ju stice of a Progressive Income Tax, Economic Essays contri-
buted in honour of John Bates Clark. 1927. 
Ragnar Frisch, Sur un Probleme d'e'conomie Pure, 1926. 
Frisch, New Method of Measuring Marginal Utility, 1932. 
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表
現
に
依
れ
ば
加
頂
せ
ら
れ
た
る
オ
フ
エ
リ
ミ
テ
で
あ
る
。

第

五

巻

第

二

蒙

七

後
出
の
貸
幣
の
一
般
的
限
界
奴
用
と
翫
別
す
る
た
め
に
。

m
は
バ
レ
ト
の

比
較
財
に
闘
す
る
貨
幣
の
特
殊
限
界
奴
用
と
呼
ぶ
。

e
1
1
F
x
 
叉
は

X 

II 

'Cl I (I) 

れ
ば
、
財
の
購
入
量

x
憤
格

P
支
出
額

e
と
の
闘
に
は
次
の
闘
係
が
あ
る
。

次
に
比
較
財
X
の
債
格
を

P

（
特
別
の
必
要
あ
る
場
合
は
P
x
)
と
し
、

る。 一
文
字
に
二
義
を
持
た
し
め
る
事
は
混
雑
を
招
く
虞
た
し
と
し
た
い
が
、

ら
れ
る
他
財
の
数
縫
に
も
依
存
す
る
が
、
そ
れ
は

1

一
次
的
闘
係
と
し
て
佃
覗
し
、

く
し
て
、
比
較
財
X
の
限
界
奴
用
U

は
そ
の
消
費
楚
X

の
み
の
函
数
で
あ
る
。
之
を
次
式
に
て
表
現
す
る
。

方
程
式
1
に
就
い
て
注
意
が
典
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

他
方
に
於
い
て
、

(

2

)

 

今
よ
り
後
私
は
此
名
稲
の
代
に

限
界
放
用
U

は
消
費
最
に
依
存
し
て
菱
化
す
る
と
云
ふ
函
数
闘
係
を
示
す
記
琥
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
。

文
字
の
節
約
の
た
め
に
敢
へ
て
な
さ
れ
て
ゐ

之
が
買
入
に
費
消
せ
ら
れ
る
貨
幣
額
を
e
と
す

比
較
財
X
に
闘
す
る
、
貨
幣
箪
位
に
就
い
て
測
定
せ
ら
れ
た
る
限
界
奴
用
を
考
へ
る
。

隅
界
放
用
顆
測
定
法
の
阻
穿

一
方
に
於
い
て
長
た
ら
し
い
名
稲
を
避
け
る
た
め
、
他
方
に
於
い
て

こ
の
貨
幣
の
特
殊
限
界
奴
用
を

m
に
て
示
す
。

一
般
的
交
換
手
段
と
し
て
の
貨
幣
に
は
そ
の
本
質
上
、
同
有
の
放
用
従
っ
て
限
界
奴
用
は
な
い
。
直
接
に
何
等
の
欲
望

二
九
＝
＝

u
 =
 u
 
(

x

)

 

即
ち
U

は
一
方
に
於
い
て
財
の
限
界
放
用
の
大
さ
そ
の
も
の
を
示
し

(

1

)

 

フ
リ
シ
シ
ュ
は
考
慮
に
入
れ
た
い
。
か



と
債
格
P
と
の
函
敷
で
あ
る
。

m
1
1
m
 (e
,
p
)
 

m
 

3
よ
り
次
式
が
導
出
さ
れ
る
。

の
と
た
す
こ
と
で
た
く
て
、

u
1
1
8
p
 

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
穿

財
の
購
入
に
振
向
け
ら
れ
た
貨
幣
額
の
最
初
の
P
箪
位
の
放
用
は
、

る
。
か
く
し
て
、
順
次
に
進
む
。

債
格
1
で
あ
る
が
故
に
、
財
の
数
飛
X

と
之
が
た
め

方
程
式
5
に
於
け
る

(

5

)

 

比
校
財
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
貨
幣
支
出
額

e

(

4

)

 

方
程
式

(

3

)

 

充
足
に
も
役
立
た
な
い
が
た
め
で
あ
る
。
貨
幣
の
特
殊
放
用
延
い
て
は
特
殊
限
界
奴
用
は
、

用
さ
れ
る
事
に
依
つ
て
求
め
ら
れ
た
財
の
持
つ
妓
用
の
万
影
或
は
そ
れ
か
ら
節
局
さ
れ
た
放
用
で
あ
る
。

接
依
存
妓
用
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
此
用
途
に
於
け
る
次
の
P
箪
位
の
貨
幣
斌
の
放
用
は
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
此
幽
係
を
次
式
に
て
示
す
。

此
方
程
式
に
依
り
て
示
さ
れ
る
事
は
、
貨
幣

p
箪
位
の
支
出
額
の
全
部
放
用
を
、

u
 

p
 

既
に
述
べ
た
る
事
か
ら
明
な
る
如
く
、
貨
幣
の
特
殊
限
昇
放
用

m
は、

鐙
数
P
を
1
と
図
き
て
、
箪

一
雙
数
の
函
数

m
(
e
,
l
)

を
得
る
が
、

そ
れ
が
交
換
手
段
と
し
て
使

x財
の
第
二
訊
位
の
妓
用
で
あ

貨
幣
の
限
界
放
用

m
を
P
倍
し
た
も

U

は
D

匹
阻
位
の
貨
幣
に
て
購
入
せ
ら
れ
た
財
賛
の
限
界
妓
用
で
あ
る
A
)

と
で
あ
る
。

特
に
、
比
餃
財
の
憤
格

P
吠，

1
即
ち
財
X
の
一
輩
位
と
貨
幣
一
箪
位
と
が
交
換
さ
れ
る
た
ら
ば
、

之
を
以
て
購
入
せ
ら
れ
た
る

X
財
の
第
一
箪
位
の
直

第

五

巻

二
九
四

従
つ
て
、
比
較

第

二

裁

七
四



箪
位
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
奔

比
較
財
に
就
い
て
二
種
の
箪
位
が
諏
別
せ
ら
れ
る
。

第

五

巻

一
般
財
と
も
見
ら
る
べ
き
購
入
餘
力
に
就
い
て
も
、

二
九
五

第

二

披

七
五

二
種
の
箪
位
が
諏
別
せ
ら
れ
る
。
購
入

8) 

財
の
物
理
的
箪
位
と
貨
幣
一
箪
位
に
て
購
入
せ
ら
る
べ
き
数
簸
を

と
な
り
、

此
方
程
式
8
は
方
程
式
7
の
別
の
表
物
に
過
ぎ
ぬ
，
若
し
7
が
成
立
す
れ
ば

ざ
(J.e,J.p)11

ふ
u(1~)11[u 

(f) 
=
 m
 (e
,
p
)
 

8
が
成
立
す
る
。
そ
の
逆
も
亦
買
で
あ
る
。

次
に
フ
リ
ッ
シ
ュ
に
依
り
て
貨
幣
の
限
界
奴
用
と
一
本
は
れ
て
ゐ
る
も
の
ヽ
叙
述
に
移
る
。

ざ

m
(,le,).p') 

=
 m
 (e
,
p
)
 

な
ら
ぬ
。
即
ち
次
の
比
例
方
程
式
を
満
足
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
↓

u
 
(

x

)

 

== 

m
 (e,
1
)
 

限
昇
妓
用
函
敷
と
が
等
し
く
な
る
。
従
つ
て
、

の
支
畠
額
e
と
は
、

そ
の
絶
封
値
に
於
い
て
等
し
い
。

(

8

)

 

つ
て
、

貨
幣
特
殊
限
界
奴
用
と
財
の
限
昇
篇
用
と
の
間
に
は
次
の
闘
係
が
成
立
す
る

J

m
 (e, 
p
)
1
1
/
u

年）

p
 

方
程
式
7
は
別
の
方
法
を
以
て
導
出
す
る
事
が
出
来
る
。

(

7

)
 

(

6

)

 

(

9

)

 

憤
格
1
な
ら
す
と
せ
ば
、
財
枇

x
、
憤
格

P
、
支
出
額
e
の
間
に
は
、

2
の
儲
係
が
あ
る
か
ら
、

函
数
1
、
5
と
に
依

貨
幣
の
特
殊
限
界
奴
用
函
数
53
は
時
殊
の
性
質
を
持
た
ね
ば

さ
れ
げ
、
貨
幣
の
特
殊
限
昇
放
用
函
数

m
(
e
,
1
)

と
、
比
較
財
の

Frisch New Method., p. 8-12. 



ち

x財
の
限
界
奴
用
は
そ
の
消
費
菌
X

の
一
髪
敷
の
函
数
で
あ
っ
た
如
く
、

V
 
=
 V (
E
,
P
)
 

W
 =
 VP
 

幣
奴
用

(
R
g
l
o
r
 deflatt>d 
m
o
n
e
y
 utility) 

限
界
放
用
が
考
へ
ら
れ
る
。

限
界
放
用
薪
瀾
定
法
の
陥
奔

も
の
は
、
財
の
後
の
箪
位
に
相
應
す
る
。

持
つ
限
界
放
用
で
あ
る
。

(11) 

(10) 

餘
力
の
賓
質
購
買
力
を
箪
位
と
す
る
も
の
は
、
財
の
前
の
箪
位
に
相
應
し
、

従
つ
て
、
次
式
が
成
立
す
る
。

(
n
o
m
i
n
a
l
 m
o
n
e
y
 utilty) 

名
目
的
貨
幣
の
箪
位
を
以
つ
て
箪
位
と
な
す

比
餃
財
の
二
種
の
箪
位
に
就
い
て
、
夫
々
限
界
奴
用
が
考
へ
ら
れ
た
如
く
、

購
入
餘
力
の
一
一
種
の
箪
位
に
就
い
て
夫
々

一
は
購
入
餘
力
の
限
異
賓
質
箪
位
の
持
つ
限
界
放
用
で
あ

h
、

と
呼
び
、

W
を
以
つ
て
表
は
す

J

他
は
購
入
餘
力
の
限
界
名
目
箪
位
の

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
之
を
名
目
貨
幣
奴
用

す
。
私
は
之
を
貨
幣
の
特
殊
限
界
妓
用
と
到
比
す
る
た
め
に
、

之
を
フ
リ
ッ
シ
ュ
は
賓
質
貨

貨
幣
の
一
般
的
限
界
放
妓
用
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
ゐ
る
。

比
較
財
の
限
界
奴
用
U

と
貨
幣
の
特
殊
限
界
妓
用

m
と
の
間
に
3
の
闘
係
が
あ
っ
た
如
く
、

一
般
的
又
は
名
目
的
限
界
放
用
と
の
間
に
も
、
次
の
闘
係
が
あ
る
。

と
呼
び
、
＞
を
以
つ
て
示

貨
幣
の
賓
質
限
界
放
用
と

貨
幣
の
特
殊
限
界
妓
用
が
特
殊
財
X
へ
の
支
出
貨
幣
額

e
と
債
格

P
と
の
二
愛
数
の
函
敷
で
あ
っ
た
如
く
、
貨
幣
の
一

般
的
限
界
妓
用
も
亦
、
賭
入
餘
力
E
及
生
活
憤
格
指
数
P
と
の
二
髪
敷
の
函
数
で
あ
る
。

貨
幣
の
賓
質
的
限
界
奴
用
は
賓
質
所
得

r即

第

五

巻

二
九
六

第

二

輩

七
六



と
な
る
が
、

P
が
1
で
な
い
場
合
に
は
方
程
式
101113
よ
り
次
式
を
得
る
。

こ
れ
に
立
よ
り

rの
値
を
代
入
し
右
邊
の

P
因
敷
を
左
邊
に
移
せ
ば
、
次
式
を
得
る
。

く

(
E
,

P
)
 == 
f
r
'
N
 (
$
)
 

こ
の
方
程
式
は
方
程
式
7
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
、

一
で
あ
る
。
貨
幣
の
特
殊
限
界
放
用
函
数
が
一
定
の
比
例
方
程
式
9
を
満
足
せ
ね
ば
た
ら
た
か
っ
た
如
く
、

的
限
界
放
用
函
敷
14
も
亦
一
定
の
比
例
方
程
式
を
満
足
せ
ね
ば
た
ら
ぬ
。
夫
故
に
、
次
式
が
成
立
す
る
。

限
界
放
用
新
測
定
法
の
餡
穿

w
 
C
r
)
1
1
I
'
V
 (
E
,
 P
)
 

w
 
C
r
)
 
=
 v
 
Cr,I) 

或
は
同
じ
事
で
あ
る
が
、

W
(
E
)

＂V
 (
E
l
)
 

質
所
得
が
等
し
く
な
る
か
ら
、

W
1
1
¥
V
 (
r

)

 

E
 

r
l
l
p'
 

の
一
雙
数
の
函
敷
で
あ
る
、
従
っ
て
次
式
が
あ
る
。

第

五

巻

限
界
放
用
の
統
計
的
澗
定
の
某
礎
と
な
る
方
程
式
の

(
1
4
)
 

次
に
、
生
活
債
格
指
敷
P
が
1
で
あ
る
た
ら
ば
、
方
程
式
11
に
於
い
て
髪
敷
P
は
1
と
な
り
、

(
1
3
)
 

(
1
2
)
 

二
九
七

第

二

輩

七
七

貨
幣
の
一
般

12
か
ら
名
目
所
得
と
賓



方
程
式
い
よ
り
明
な
る
如
く
、
質
質
所
得
の
限
界
奴
用
は
賓
質
所
得
の
一
雙
数
の
函
数
で
あ
る
が
、

(partial 

賓
質
貨

ー

、

V

d
l
o
g
W
(
r
)
 

d

W
(
r
)
 

~
 

W

(
r
)
 

d
l
o
g
 
r
 

x
 

d
r
 

W
1
1
w
 
C

r

)

ー

16 

(
m
o
n
e
y
,
f
l
e
x
i
h
i
l
i
t
y
)

と
呼
ん
で
ゐ
る

C

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
之
を
貨
幣
の
限
界
放
用
の
商
曲
度
又
は
簡
輩
に
貨
幣
崎
曲
度

放
用
の
無
限
小
愛
化
率
と
所
得
の
無
限
小
綬
化
率
と
の
比

債
格
の
愛
化
率
と
の
比
、

厳
密
に
云

へ
ば
、

次
に
、

限
界
放
用
新
測
定
法
の
餡
穿

o
f
 m
o
n
e
y
)

で
あ
る
。

フ
リ
ッ
シ
ュ
が
取
扱
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
貨
幣
の
限
界
放
用
の
胄
曲
度
(flexibility
o
f
 t
h
e
 m
a
r
g
i
n
a
l
 utility 

マ
ア
シ
ャ
ル
に
依
れ
ば
、
需
要
の
弾
力
性
又
は
仲
縮
度
は
、
需
要
麓
の
差
化
李
と
そ
れ
に
應
す
る

雨
嬰
化
率
が
髪
数
の
無
限
小
髪
化
に
應
す
る
時
の
値
で
あ
る
事
は
人
の
知
る

事
で
あ
る
。
同
じ
考
へ
方
を
貨
幣
の
限
界
妓
用
に
適
用
す
る
。

が
貨
幣
限
界
放
用
の
仲
縮
度
係
敷
で
あ
る
。

貨
幣
の
限
界
放
用
に
一
一
種
あ
り
た
る
が
故
に
、
貨
幣
，酬
曲
度
に
も
二
稲
あ
る
。

ー
は
賓
質
限
界
妓
用
の
そ
れ
と

6

名
目
貨
幣
限
異
妓
用
の
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
を
W
、
後
者
を
I>
に
て
示
す
。
寅
質
貨
幣

の
視
曲
度
＿
W
は
次
式
に
さ
不
さ
れ
る
。

rは
名
目
所
得
E

と
生
活
債
格
指
数
ド
と
の
函
数
で
あ
る
か
ら
、

結
局
に
於
い
て
、

E
と
0
、
の

二
愛
数
の
函
数
で
あ
る
。
夫
故
に
、

衛
の
彎
曲
艇
W
は、

P
を
常
数
と
し
て
名
目
所
得

rの
み
を
焚
数
と
考
へ
た
場
合
の
名
目
所
得
の
偏
分
愛
化
率

rate 
o
f
 c
h
a
n
g
e
)

と
考
へ
る
事
が
出
来
る
。
夫
故
、

，
 

此
方
程
式
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
方
程
式
8
に
相
應
す
る
。

). 
V
 (
A
E
,
)
.
P
)
 
=
 V
 (
V
,
P
)
 

(
1
5
)
 

第

五

巻

二
九
八

第

二

琥

七
八

9) Frisch, ibid. P. 11-14. 
10) A. Marshal, Principles of Economics, 1910. p. 839. 
11) A. Bilirnovic, Ein neuer Versuch der Bemessung. des Grenznntzens. 

Zeitschrift f(ir Nationalokonomie Bd IV. 1933. S. 163. 
12) Frisch, ibid. p. 14-15. 



限
界
放
用
新
測
定
法
の
陪
郭

さ
て
、
絃
ま
で
の
準
備
的
説
明
を
以
つ
て
、

静
態
均
衡
理
論
に
依
れ
ば
、
種
々
の
楚
敷
妹
に
財
の
眼
界
奴
用
U‘

第

五

巻

二
九
九

化
す
る
も
の
で
は
な
く
、

第

二

撃

七・
九

種
々
の
項
目
に
振
裳
て
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
が

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
限
界
奴
用
の
統
計
的
測
定
の
本
問
題
に
入
る
。
そ
れ
を
説

明
す
る
に
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
云
ふ
所
の
消
費
曲
面
を
皿
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
間
に
は
一
定
の
闊
係
が
あ
る
。
即
ち
、
均
衡
黙
に
於
い
て
は
、

る
一
個
人
は
そ
の
支
配
す
る
賭
入
餘
力
を
、
極
大
の
満
足
を
得
る
様
に
、

賓
質
所
得
の
限
界
奴
用
W
等
は
決
し
て
獨
立
に
愛

ぎ
<
(E
,
l
'
)

E
 

a
V
(
E
,
P
)
 

E
 

x
 

d
W
(
r
)
 
l
 

f
．しV

合

E
,
1

、）ー

C
E

W
(
E

さ

d
r
 

w
c
r
)
 

1
 

7
T
 

前
二
式
よ
り r

ー

E

P
2
V
(
_
E
,
?
)
 

W
(
r
)

ー

他
方
1412
よ
り

d
W
(
r
)
1
1
P
o
 V
 (E. P
)
,
 

C-

｀ II 

奇
"'tl trj 

II 

でj-

で
あ
る
が
、

P
を
常
数
と
す
れ
ば
、
次
の
闘
係
が
成
立
す
る
。

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
18
の
證
明
を
典
へ
て
ゐ
な
い
が
、

-

o
V
(
E
,
P
)
 

E
 

o
E
 

V
(
E
,
P
)
 

W
 
C
r
)
1
1
 

之
は
極
め
て
容
劫
で
あ
る
。
序
に
な
が
ら
。

(
1
8
)
 

考
察
の
野
象
と
な
れ

rは
E
と

r
と
の
函
数



た
る
三
数
値
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
若
し
、

而
し
て
、
こ
の
方
程
式
を
フ
リ
ッ
シ
ュ
は
均
衡
方
程
式
と
呼
ん
で
ゐ
る
，

w
 
C
r
)
1
1
:
(
x
)
 

然
る
に
右
式
に
於
け
る
因
敷
く
(
E
,
P
)
に
14
の
値
を
代
入
し
て
盤
浬
す
れ
ば

（

）

 

E
 

p
 

w
守）
11

ず
U

X
 

を
得
る
。
更
に
、
生
活
債
格
敷

r
と
比
較
財
の
慣
格

P
と
の
比
を

a
と
置
く
、
即
ち

p
 

a
"＂
|
 p

 

を
フ
リ
ッ
シ
ュ
は
逆
相
封
憤
格

(
i
n
v
e
r
t
e
d
relative 
f
o
o
d
 p
r
i
c
e
)

と
呼
ん
で
ゐ
る
。
此
の
値
と
12
に
於
け
る
値
と
を
20

式
に
代
入
す
れ
ば
、
次
式
を
得
る
。

仮
定
す
れ
ば
、

一
般
に
三
愛
数
に
依
つ
て
結
ば
れ
て
ゐ
る
一
函
数
闘
係
が
さ
う
で
あ
る
如
く
、

角
座
標
に
於
い
て
一
の
曲
面
を
決
定
す
る
。
此
の
曲
面
を
フ
リ
ッ
シ
ュ
は
消
費
曲
面

(
s
u
r
f
a
c
e
o
f
 c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
)
と
名

水
直
軸
に
X

付
け
る
。
互
に
直
角
た
る
一
水
平
軸
に
賓
質
所
得
の
大

rを
取
り
、
他
水
平
軸
に
逆
相
封
債
格

a
を
取
り
、

く

(
E
`
r
)
p
1
1
u
(

x

)

 

此
方
程
式
21
も
一
＿
一
次
の
直

観
察
の
封
象
な
る
個
人
の
欲
望
朕
態
が
少
く
と
も
観
察
期
間
中
小
愛
で
あ
る
と

限
界
妙
用
新
測
定
法
の
陥
穿

此
の
方
程
式
を
見
る
に
愛
敷
と
し

t
r
a
x

る
限
界
妓
用
に
等
し
く
な
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
次
式
が
成
立
す
る
。

(
2
l
)
 

(
2
0
)
 

(
1
9
)
 

腐
に
は
特
定
財
に
就
い
て
そ
の
貨
幣
の
一
般
的
限
界
奴
用
と
嘗
該
財
の
債
格
と
の
積
が
比
較
財
X

の
物
理
的
箪
位
に
闊
す

第

五

巻

――1
0
0

第

二

撃

八
〇



第
二
の
曲
線
は
逆
相
封
憤
格

a
が
一
定
の
値
を
取
り
て
不
墾
で
あ
る
時
に
、

て
は
そ
の
傾
斜
係
数
は
正
値
で
あ
る
。
賓
質
所
得

r
の
値
が
異
れ
ば
、

第

五

巻

第

二

肇

ノ`

前
者
に
あ

後
者
に
あ

そ
れ
に
應
じ
て
異
り
た
る
逆
需
要
曲
線
が
描
か
れ

第
一
の
曲
線
は
寅
質
所
得

r
の
大
さ
が
一
定
の
値
を
取
り
て
不
愛
で
あ
る
時
に
、

a
r
雨
軸
に
依
り
て
決
定
せ
ら
れ
る
平
面
に
並
行
た
る
諸
平
面
に
交
る
諸
曲
線
。

1
 

1‘
 ＇ 

ヽ

を
取
る
。
此
座
様
に
於
い
て
、

方
程
式
21
が
描
く
消
費
曲
面
を
次
の
一
一
一
平
面
に
て
切
り
取
ら
れ
る
事
に
依
り
て
描
か
れ
る

_
-
＿
組
の
曲
線
を
研
究
す
る
事
が
有
盆
で
あ
る
。

a
x
雨
軸
に
依
り
て
決
定
せ
ら
れ
る
平
面
に
並
行
た
る
詣
平
面
に
交
る
謡
曲
線
。

x
r
雨
軸
に
依
り
て
決
定
せ
ら
れ
る
平
面
に
並
行
な
る
諸
平
面
に
交
る
諸
曲
線
。

格

a
と
が
如
何
な
る
闊
係
に
あ
る
か
を
示
す
。
之
を
フ
リ
ッ
シ
ュ
は
逆
需
要
曲
線
と
呼
ぶ
。

る
需
要
曲
線
に
す
ぎ
な
い
。
唯
異
る
と
こ
ろ
は
雙
敷
と
し
て
選
ば
れ
て
ゐ
る
債
格
が
、

嘗
該
財
の
債
格
そ
の
も
の
で
あ
る
。

る
事
は
云
ふ
を
侯
た
た
い
。

隅
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
穿

比
較
財
X
の
消
費
最
X

と
逆
相
鉗
憤

こ
れ
は
普
通
の
意
味
に
於
け

逆
需
要
曲
線
に
あ
り
て
は
生
活
債

格
指
敷
P
と
X
財
の
債
格

P
と
の
比
で
あ
り
、
嘗
該
財
憤
格
の
逆
敷
で
あ
る
に
反
し
て
、

普
通
の
需
要
曲
線
に
あ
り
て
は

従
つ
て
、
後
者
に
あ
り
て
は
需
要
曲
線
の
傾
斜
係
数
は
負
値
で
あ
る
が
前
者
に
あ
り

消
費
最
X

と
賓
質
所
得

rと
の
間
の
闊
係

を
示
す
。
之
は
エ
ン
ゲ
ル
の
法
則
と
云
は
れ
て
ゐ
る
閥
係
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
唯
、
之
と
異
る
と
こ
ろ
は
、

b
て
は
所
得
の
愛
化
と
一
定
財
の
た
め
に
支
出
す
る
貨
幣
額
の
百
分
比
と
の
間
に
あ
る
闊
係
で
あ
る
に
反
し
、

――1
0
1
・
 



此
方
程
式
に
於
い
て
右
邊
頂
は
常
数
C
と
貨
幣
限
界
奴
用
と
の
積
か
ら
た
る
＂
従
っ
て
、

を
得
る
。

a
 =
 C
W
 
C

r

)

 

(
2
2
)
 

あ
る
。
斯
曲
線
は
消
費
祉
の
絶
到
麓
に
闘
係
し
、

此
曲
線
を
数
謹
所
得
曲
線
、
彼
曲
線
を
支
出
額
所
得
曲
線
と
呼
び
別
け
て
ゐ
る
。

第
三
の
曲
線
は
消
費
董
X

が
一
定
値
に
保
た
れ
て
ゐ
る
時
に
於
け
る
逆
相
酎
債
格
“
と
賓
質
所
得

rと
の
闘
係
を
示

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
等
韮
線

(
I
s
o
q
u
a
n
t
)

と
名
づ
け
る
。

是
等
の
常
敷
因
子
を
離
れ
て
考
へ
る
と
、

じ
事
で
あ
る
が
、
等
漏
線
の
水
平
面
吋
へ
の
正
射
影
に
就
い
て
云
へ
ば

a
軸
に
沿
ふ
常
数
因
子
を
離
れ
て
考
へ
る
と
、

量
線
は
貨
幣
の
限
界
妓
用
曲
線
の
姿
を
示
す
．
そ
の
理
由
は
か
う
で
あ
る
。

a
1
1

月
w
(.fJ 

X

を
常
敷
と
し
従
つ
て
そ
の
限
界
放
用

Cx
を
常
数
と
す
れ
ば
、
そ
の
逆
数
も
亦
常
数
で
あ
る
。

u
 

は
せ
ば
、
次
式
を
得
る
．

異
た
れ
ば
夫
に
應
じ
て
夫
に
固
有
の
等
撮
線
が
描
か
れ
る
。
而
し
て
、

之
を
C
に
て
表

常
敷
C
を
除
外
し
て
考
へ
れ

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
均
衡
方
程
式
21
よ
り
、

年ヽJ・

或
は
同

す
。
此
曲
線
に
於
い
て
は
X

が
等
湿
で
あ
る
が
故
に
、

X

の
値
が

す。

此
曲
線
は
消
費
曲
面
が

a
r平
面
に
平
行
な
る
平
面
と
交
る
曲
線
で
あ
り
、

消
費
曲
面
の
萬
度

(
a
l
t
i
t
u
d
e
)

を
示

エ
ン
ゲ
ル
曲
線
は
貨
幣
支
出
額
に
闘
係
す
る
が
故
に
、

り
て
は
消
費
董
の
絶
到
議
と
賓
質
所
得
と
の
闊
係
で
あ
る
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
、

密
接
な
る
闊
係
が
あ
る
。
若
し
財
の
憤
格
が
典
へ
ら
れ
た
る
も
の
と
す
れ
ば
、

――101
―
 

此
曲
線
と
エ
ン
ゲ
ル
曲
線
と
の
間
に
は

フ
リ
ッ
シ
ュ
は

何
れ
か
ら
で
も
他
を
導
出
す
事
は
容
易
で

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
奔

第

五

巻

第

二

競

J、



限
界
放
用
新
測
定
法
の
餡
穿

案
す
る
に
最
霞
要
な
る
貨
幣
彎
曲
度
係
数
を
算
川
す
る
根
本
方
程
式
で
あ
る
。

第

五

巻

こ
の
方
程
式
に
於
い
て
左
邊
は
X

に
闘
係
な
（
、
右
邊
は

rに
無
闘
係
で
あ
る
。

-1-0
三

第

二

猿

八
]
-

24
に
て
示
さ
れ
る
共
通
比
を
C

に
て

2
4
 是

等
二
函
敷
は
一
義
的
に
決
定

ば
、
此
方
程
式
は
貨
幣
の
限
界
奴
用
曲
線
の
方
程
式
に
外
た
ら
ぬ
。
更
に
厳
密
に
一
云
へ
げ
、

貨
幣
限
界
放
用
曲
線
の
姿
を

他
の
も
の
を
求
め
る

等
斌
線
の
姿
は
凡
て
相
似
す
る
。
夫
故
に
、
等
祉
線
の
一
に
あ
る
常
数
を
乗
す
る
事
に
依
り
て
、

事
が
出
来
る
事
を
、
方
程
式
況
は
数
へ
る
。
而
し
て
、
若
し
、
等
載
線
が
“
軸
に
沿
ふ
て
封
数
度
盛
に
取
ら
る
る
た
ら
ば

デ
ス
プ
レ
ー
ス
メ
ン
ト

凡
て
の
等
量
線
は
同
一
の
形
を
取
る
。
唯
異
る
と
こ
み
は

a
軸
の
方
向
に
於
け
る
菱
位
に
閥
す
る
の
み
で
あ
る
。
等

量
線
は
凡
て
相
似
で
あ
る
と
云
ふ
性
質
が
限
界
妓
用
の
統
計
的
測
定
に
於
い
て
重
要
な
る
役
目
を
持
つ
。

若
し
、
二
函
敷
心
四
が
興
へ
ら
れ
て
ゐ
る
な
ら
ば
、
消
費
曲
面
は
一
義
的
に
決
定
せ
ら
れ
る
。

は
21
に
依
り
て
果
へ
ら
れ
る
。
逆
に
、
消
費
曲
面
の
形
が
典
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、

而
し
て
、
そ
の
方
程
式

せ
ら
れ
る
か
。
否
然
う
で
は
な
い
。
曲
面
の
形
を
墾
化
す
る
事
な
し
に
、
方
程
式
21
の
附
邊
に
共
通
因
子
を
乗
す
る
事
が

出
来
る
。
今
、
~
と
（
人
ー
を
方
程
式21に
於
い
て
一
の
消
費
曲
面
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
函
数
と
す
る
。
叉
バ
（
を
詞
様

W
U
oJ
 

w
 

に
相
似
の
曲
面
を
決
定
す
る
別
の
函
敷
と
す
る

3

従
っ
て
、
次
式
が
成
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

W
1
C
r
)
 

W
i
r
)
 

l
"＂＂ 

U1(x)

•

U
2(X) 

こ
れ
か
ら
次
式
を
得
る
。

W
1
(
r
)
 
_
 u

i
(
x
)
 

~
 

W
l
r
)
 

u
:
{
x
)
 



は
雙
位
法

(
T
h
e
T
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
 
m
e
t
h
o
d
)
 

一
に
就
い
て
叙
述
す
べ
き
で
あ
る
が
、
測
定
法
の
根
本

は
一
ー
一
を
あ
げ
る
。

示
せ
ば
、

限
界
放
用
新
瀾
定
法
の
陪
穿

影
響
を
受
け
、
而
も
、
此
比
例
常
数
は
個
人
個
人
に
依
り
て
異
る

3

従
っ
て
、

x
 

こ
の
方
程
式
は
、
消
費
曲
面
を
決
定
す
る
二
函
敷
＇＼
（
に
唯
一
の
任
意
性
が
あ
り
、
こ
の
任
意
性
は
任
意
の
比
例
因
子

w
u
 

切
幻

で
あ
る
事
を
示
す
。
夫
故
に
、
客
観
的
典
件
で
あ
る
消
費
曲
面
か
ら
決
定
せ
ら
れ
る
Z
パ
は
任
意
の
比
例
常
敬
に
依
つ
て

統
計
的
に
消
費
間
面
を
構
成
せ
ん
と
す
る

企
は
、
異
り
た
る
個
人
に
於
け
る
奴
用
を
比
較
せ
ん
こ
と
を
企
て
る
も
の
で
は
な
い
。

一
個
人
の
放
用

そ
の
方
法
と
し
て
フ
リ
ッ
シ
ュ

前
記
の
任
意
の
比
例
常
数
に
無
闘
係
な
る
も
の
即
ち
消
費
曲
面
の
形
で
あ
り
、

r
 

~
に
r

に
無
閥
係
な
る
常
数
を
乗
じ
て
も
、
他
個
人
の
奴
用
パ

に
r

に
無
闊
係
な
る
常
数
を
乗
じ
て
も
影
響
を
受
け
な
い

w
 

，ー
，＇
1
，

w
 

と
こ
ろ
の
貨
幣
弩
曲
度
＇げ
け
で
あ
る
。

-
W
-
W
 

消
費
曲
面
の
こ
れ
だ
け
の
矧
識
を
以
つ
て
、
貨
幣
の
限
界
妓
用
の
測
定
に
進
み
得
る
。

一
は
等
最
線
法

(
T
h
e
I
s
o
q
n
a
n
t
 m
e
t
h
o
d
)

二
は
敷
戴
愛
分
法

(
T
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
 variation m
e
t
h
o
d
)
 

で
あ
る
。
是
等
一

思
想
を
知
る
に
は
、
等
祉
線
法
だ
け
で
足
る
。
従
っ
て
、
本
稿
の
目
的
か
ら
等
椛
線
法
の
叙
述
に
止
め
、

に
於
い
て
他
の
方
法
に
説
き
及
び
た
い
と
思
ふ
。

或
は
同
じ
軍
で
あ
る
が
、

w-（

r
)
1
1
C
 W
2
 
(
r
)
 

U
t
 (

x
)
1
1
C
 U
z
 (

x
)
 

C

は
X

及

rに
無
闘
係
に
常
敷
す
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
即
ち
次
式
を
得
る
。

必
要
な
る
限
り

比
較
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
は
、

2
5
 

第
五
巻
―
―
パ

0
四

第

二

賊

八
四

13) Frisch ibid, p. 16-22. 



等
量
綸
溢
。
貨
幣
の
限
界
妓
用

mを
測
定
す
る
た
め
の
最
簡
箪
た
る
方
法
で
あ
る
。

ば、

X
財
の
消
費
董
の
種
々
の
値
に
就
い
て
夫
々
等
祉
線
を
楷
成
卜
、

の
に
一
定
値
の
任
意
常
数
を
乗
す
る
事
に
依
り
て
、
他
を
求
む
る
事
が
出
来
る
か
否
か
を
桧
し
、

今
、
此
方
法
に
依
IJ
て
求
め
ら
れ
た
る

一
等
叢
線
を
選
み
て
考
察
す
る
。

た
る
も
の
、
従
つ
て
、

か
ら
、
左
邊
の

a
を
貨
幣
の
限
株
妓
用
を
示
す

W
と
取
扱
へ
る
事
が
出
来
る
。

そ
れ
は
21
方
程
式
に
X

の
一
定
値
を
代
入
し

r
 

一
定
値
の
常
敷
C
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
C
を
離
れ
て
考
へ
る
と
、
右
邊
項
は
バ
で
あ
る

w
 

か
く
し
て
求
め
ら
れ
た
る
も
の
は
、
貨
幣

の
限
界
放
用
函
数

W
1
1
W
(
r
)
と
見
倣
す
事
が
出
来
る
。
又
他
面
、
方
程
式
22
に
は
X
財
の
限
界
奴
用

5
が
含
ま
れ
て

事
を
賓
行
し
て
ゐ
た
い
が
）
。
而
し
て
、
か
く
し
て
求
め
ら
れ
た
る
X
財
の
限
界
奴
用
と
貨
幣
の
限
界
放
用
と
を
比
較
す
る

が
た
め
に
は
、
財
の
奴
用
函
敷
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
貨
幣
奴
用
曲
線
を
構
成
す
ろ
際
に
選
み
た
る
放
用
測
定
の
輩
位

と
等
し
き
箪
位
を
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
然
ら
す
ん
ば
、

叉
比
較
す
る
必
要
が
な
い
た

ら
ば
、
縦
軸
に
沿
ふ
測
定
箪
位
は
雨
者
に
於
い
て
別
々
の
も
の
で
あ
り
得
る
事
は
云
ふ
を
侯
た
な
い
。

フ
リ
ッ
シ
ュ
は

九
九
二
二
年
―
二
月
と
含
む
一
二
十
一
ヶ
月
の
資
料
に
就
い
て
、
次
の
請
項
を
求
む
。

限
界
放
用
新
測
定
法
の
餡
郭

ゐ
る
が
故
に
、

こ
れ
か
ら
別
途
に
、

を
確
め
る
事
が
出
来
や
ろ
。

第

五

巻

比
較
財
の
限
界
奴
用
函
数
を
測
定
す
る
事
も
可
能
で
あ
る

（
フ
リ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
仕

比
較
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
。

三

0
五

第

二

禁

八
五

U
n
i
o
n
 d
e
s
 c
o
o
r
p
e
r
a
t
e
u
r
s
 
Parisia:1

の
統
計
局
に
よ
つ
て
典
へ
ら
れ
た
一
九
―

-0年
六
月
よ
り

求
め
た
等
疵
線
の
正
否

そ
れ
等
求
め
ら
れ
た
る
等
祉
線
が
果
し
て
あ
る
も

資
料
が
十
分
に
豊
富
に
あ
る
た
ら

14) Frisch, ibid. p. 28-29. 



の
一
組
の
愉
を
得
る
。
か
く
し
て
、

t
の
異
値
に
應
じ
て
、

r
及

a
の
別
の
組
合
が
あ
る
。

い。

か
4

る
t
の
値
は
必
す
し
も
一
で
は
な

は
別
々
に
、 限

界
放
用
新
測
定
法
の
陥
穿

一
、
各
月
の
砂
糖
賣
上
董

二
、
砂
栴
債
格

三
、
各
月
の
練
賣
上
額

四
、
各
月
初
の
成
員
数

五
、
統
計
局
生
活
憤
格
指
敷

を
砂
栴
債
格
に
て
除
し
た
る
商
を
0

、
各
月
の
線
喪
上
高
を
各
FJ
初
成
員
数
に
て
除
し
た
る
商
を

x
、

慣
格
指
数
に
て
除
し
た
る
商
を

rと
す
る
。

t
を
横
軸
に
、

r
a
x
は
夫
々
別
々
に
時
t
の
函
敷
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
夫
々

r11f(t),
a.11g(t) 
X
1
1
h
(
t
)
と
す
る
。
而
し
て
、
夫
等

r
a
x
を
夫
々
の
縦
軸
と
す
る
直
角
座
標
上
の

r
曲
線

a
曲
線
及

x
曲
線
を
代
表
す
る

C

敷

x
1
1
玄
t)
に
於
い
て
一
定
値

X
を
決
定
す
べ
き
t
の
値
が
決
定
せ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

一
定
値
を
代
表
す
る
水
平
直
線
と
の
交
黙
に
相
應
す
る

t
の
値
が
あ
る
。
而
も
｀

X
の
一
定
値
に
相
應
す
る

t
の
一
値
を
、
函
敷

r
1
1
f
(
t
)
,
a
~
g
(
t
)
,
に
代
入
す
れ
ば
、

x
曲
線
と
X

の

そ
の

一
に
就
き
て

r及
a

夫
等

r
a
の
練
合
せ
を
以
つ

是
等
の
資
料
よ
b
等
韮
線
を
求
む
る
手
績
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

是
等
資
料
の
中
、
練
賣
上
高
に
就
い
て
、

函

是
等
一
三
愛
是

r
“
x
は
時
数
列
で
あ
る
。
従
っ
て
、

総
賣
上
高
を
生
活

庄

連
頷
比
法
に
依
り
て
季
節
的
愛
勁
の
消
去
を
な
し
た
る
後
、
生
活
債
格
指
敷

第

五

巻

―

―

:o六

第
1

1

琥

八
六

．註 Schultzに依れば 3ヶ月移動平均に依りて季節的雙動の消去が行はれてゐる
と説かれてゐるが (Frisch on Measurrnent of utility, The Journal of 
Political Economy,,・ol XLI 1938. p. 102) "New Method"に隅する限り

これは訊である。

さ
＊

X



限
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
穿

化
愛
を
示
す
と
こ
ろ
の
敷
祉
所
得
曲
線
、
即
ち
、

第

五

巻

――-
0七

第
1

一
輩

界
奴
用
曲
線
を
求
む
る
手
段
と
し
て
用
ふ
。
此
方
法
は
数
祉
X

を
墾
敷
と
す
る
が
故
に
、
か
く
呼
ば
れ
る
。

八
七

消
費
曲
面
が

x
r雨
軸
に
平
行
な
る
平
面
人
交
る
皿
線
を
、
貨
幣
の
限

も
の
が
敷
El]

旱
雙
分
法
で
あ
る
。
此
方
法
に
あ
り
て
は
憤
格

a
を
常
数
に
保
ち
、

所
得
の
礎
化
と
之
に
相
應
す
る
消
費
祉
の

決
定
す
る
事
は
出
来
ぬ
。

一
貼
を
通
過
す
る
曲
線
は
無
限
に
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

か
ヽ
る
場
合
に
工
夫
せ
ら
れ
た
る

値
が
複
数
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
夫
等
の
諸
黙
を
結
ぶ
事
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
曲
線
の
方
向
が
決
定
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ

数
が
一
般
化
せ
ら
れ
る
雙
数
で
あ
る
。

a
の
一
値
と
之
に
相
應
す
る

rの
一
値
と
の
一
組
が
貨
幣
限
界
放
用
曲
線
上
の

て
新
に

rを
横
軸
に

a
を
縦
軸
と
す
る
直
角
座
標
上
の
黙
を
代
表
せ
し
む
る
。

こ
れ
ら
の
諸
黙
を
結
ぶ
時
は
折
線
を
得
る

で
あ
ら
う
。
こ
れ
ら
資
料
に
時
の
補
間
法
を
用
ふ
れ
ば
、
滑
か
な
曲
線
を
得
る
。
此
曲
線
が
等
耀
線
で
あ
る
。
此
等
最
線

は
、
貨
幣
の
限
界
放
用
の
表
現
と
し
て
次
の
函
数
を
用
ふ
る
解
析
的
方
法
に
依
り
て
も
決
定
せ
ら
れ
る
、

器

c
 

w
(
r
)
1
1
 

m
 

l
o
g
eー

l
o
g
a

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
是
に
依
り
て
前
述
の
資
料
よ
り
計
算
の
結
果
を
示
し
て
ゐ
る
が
省
略
す
る
。
就
い
て
見
ら
れ
た
い
。

数
董
愛
分
法
。

等
量
線
法
に
就
い
て
述
べ
た
る
所
よ
り
明
な
る
如
く
、
比
餃
財
の
逆
相
釘
債
格

a
は、

之
に
依
つ
て
貨
幣
限
界
妓
用
函

一
獣
を
決
定
す
る
。
夫
故
に
、
時
の
補
完
法
を
施
す
に
し
て
も
、
貨
幣
放
用
曲
線
を
得
る
が
た
め
に
は
、

る
。
然
る
に
、
債
格
の
値
が
唯
一
で
あ
る
た
ら
ば
、
曲
線
上
に
工
学
が
決
定
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、

前
記
の
債
格
の

曲
線
の
方
向
を

15) Frisch, ibid. p. 29. 
16) Frisch, ibid. p. 31. 
17) Frisch, ibid. p. 32. 



是
等
賓
質
所
得
の
値
を
根
本
方
程
式
に
代
入
し
て

を
得
る
。
附
式
を
到
数
化
し
て
差
引
く
と
5
な
る
因
数
の
封
数
を
消
去
す
る
事
が
出
来
る
。
即
ち

log W
 
(r1(x))

ー

log
W
 (ri
(x))11loga

1|loga

~ 

本
式
を

log
7i(x)ー

]og
r2(x) 
に
て
除
す
れ
ば

貰
き
r
-（

x
)
)
-
l
o
g
W
(r
M
l
.
.
_
1
1

ー
い
」
虞
a
,
-
l
o
g
a
2
 

log ri(x)ー

log
ri(x) 

log r,(x)ー

log,'（
x
)

w
 
(
r,(x)〕

I
I
S
u
(
x
)
 

(
2
9
 

(
2
8
)
 

w「

rl(x))

=
 a1 
u
 (x
)
 

r
2
(
x
)
"
r
2
(
x
;
 a.2)
 

)
1
1
r
l
(x: 
U.1) 

ヽ

さ

0x

こ
れ
は
敷
謹
所
得
曲
線
の
方
程
式
で
あ
る
。
不
定
常
数

a
が
異
値
を
取
れ
ば
、

限
界
放
用
新
測
定
法
の
隅
穿

以
上
の
曲
線
を
以
つ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
敷
賛
所
得
曲
線
は
、
既
に
述
べ
た
る
如
く
、
根
本
方
程
式
に
於
い
て
、

ペ

ラ

ヽ

ェ

ク

ア

a
を
不
定
常
敷
と
す
る
隈
函
敷
よ
り

rの
勤
函
敷
を
求
め
る
。
そ
れ
を
次
と
す
る
。

a
を
常
藪
と
す
る
。

――10八

数
韮
所
得
曲
線
も
亦
異
る
筈
で
あ
る
。

今
不
定
常
数

a
が
5

5
た
る
異
り
た
る
値
を
取
り
た
り
と
す
る
。
そ
れ
に
應
じ
て
次
の
二
曲
線
が
あ
る
。

r
.
1
1
r
(
x
;
 a
)
 

(
2
7
)
 

因
敷

前
の
方
法
に
あ
り
て
は

一
の
等
量
線
よ
h
疸
接
に
貨
幣
奴
用
曲
線
ャ
導
出
し
た
る
が
、
是
に
あ
り
て
は
二
又
は
そ
れ

第

五

巻

第

二

輩

八
八



に
似
定
し
て
ゐ
た
い
が
、

か
を
吟
味
す
る
。
而
し
て
、
是
等
の
必
要
條
件
の
中
に
は
、

第
五
巻
＝
―

-0九

第

二

猿

八
九

フ
リ
ッ
シ
ュ
が
意
識
的
に
仮
定
し
て
ゐ
る
も
の
と
｀
意
識
的

吟

味

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
貨
幣
の
限
界
奴
用
測
定
の
應
用
と
し
て
、
物
憤
指
数
、
努
働
供
給
函
敷
、
累
進
税
李
等
の
問
題
を
も
考

で
あ
る
。

る。 た
ら
す
と
す
れ
ば

arc
flexibility

を

p
o
i
n
t
flexibility 

そ
の
根
本
思
想
は
十
分
に
理
解
し
得
る
と
思
ふ
が
故

．
を
得
る
。
本
式
の
右
邊
は
所
得
れ
ゎ
の
間
の
貨
幣
の

arc
flexibility

に
外
な
ら
ぬ
。
若
し
れ
と
和
と
の
間
隔
が
餘
り
大

の
近
似
値
と
考
へ
る
事
が
出
来
る
。
．
か
く
し
て
、
臀
曲
度
函

r
 

敷
を
得
れ
ば
、
口
手
を
稜
分
す
る
事
に
依
b
て
、
貨
幣
の
妓
用
函
数
（
を
求
む
る
事
が
出
来
る
。

w
 

Y
 

ー。7
,
W
(
r
)
1
1
l
o
g
W
 (
r
)

ー一
(
I
)
W
(
s
)
 
d
l
o
g
 s
 

S
1
1
Y
o
 

私
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
法
の
叙
述
は
之
を
以
つ
て
終
り
た
い
と
思
ふ
。

察
し
て
ゐ
る
が
、
私
は
そ
れ
ら
の
問
題
に
は
絃
で
は
獨
れ
な
い
。
私
の
主
要
目
的
は
そ
こ
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
の
主
要
課
題
に
移
ら
う
。

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
非

第
一
の
課
題
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
測
定
法
は
如
何
た
る
條
件
の
上
に
打
立
て
ら
れ
て
ゐ
る

そ
れ
た
く
し
て
は
同
法
の
成
立
を
不
可
能
た
ら
し
む
る
も
の
と
を
窟
別
す
る
事
が
必
要
で
あ

(
3
0
)
 

か
く
し
て
次
式
が
得
ら
れ

18) Frisch, ibid. p. 33-35. 



u
1
1
u
 
x; I
)

 

（
 

か
4
る
恨
定
の
下
に
於
け
る
X
財
の
効
用
函
数
は
次
に
な
る
。

(
8
l
)
 

併
し
た
が
ら
、

他
欲
望
の
充
足
程
度
換
言
す
れ
ば
他
財
の
消
費
蒐

y
z
・
・
・
・
・
・
が
X
財
の
限
界
効
用
に
及
ぼ
す
影
響
は
比

較
的
小
で
あ
る
。
従
つ
て
、
第
一
次
近
似
値
と
し
て
は
、
是
等
y
z

•
•…
•
な
る
複
数
の
影
繹国を
無
硯
す
る
も
差
程
大
い
な

初

る
誤
差
を
示
め
さ
な
い
と
考
へ
る
事
が
出
来
る
。
フ
リ
ッ
シ
ュ
は
第
一
次
近
似
値
と
し
て
の
効
用
函
数
を
考
へ
て
ゐ
る
。

u
1
1
u
 (x
,
 
y, 
z, •…

iI) 

る
。
更
に
考
ふ
べ
き
事
は
、
他
欲
望
の
充
足
程
度
｀
即
他
財

y
z
・
・
・
・
・
・
の
消
費
批

y
z
:
・
;
．
と
の
闘
係
で
あ
る
。

一
般
に

19)高rn博士、前掲論文 17頁
20) Frisch, ibid, p. 8. Schultz, ibid., p. 111. 

特
定
財
の
物
理
的
箪
位
に
就
い
て
測
定
せ
る
限
界
奴
用
と
特
定
財
に
闊
す
る
貨
幣
の
特
種
限
界
放
用
で
あ
る
。

特
種
財
X
の
限
界
放
用
は
、

x財
に
閥
す
る
欲
望
朕
感
I
を
不
定
常
数
と
し
ッ
て
の
消
費
訛
X

を
愛
敷
と
す
る
函
数
で
あ

欲
望
は
決
し
て
孤
立
的
の
も
の
で
は
た
い
、
他
欲
望
と
の
聯
闘
に
於
い
て
意
義
を
持
つ
。
心
低
つ
て
、

用
U

は
、
他
財
の
消
費
載

y
z
;
．．．． 
の
函
数
で
も
あ
る
。
さ
れ
ば
次
式
が
成
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

特
定
財
X
の
限
界
奴

夫
等
に
就
い
て
考
ふ
べ
き
事
は
、
壁
化
の
容
相
で
あ
る
。

而
し
て
、

さ
て
、
前
述
の
如
く
フ
リ
ッ
シ
ュ
に
あ
り
て
は
、

特
定
財
に
就
い
て

1

一
種
の
限
界
奴
用
が
岡
別
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち

題
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
法
の
結
果
は
果
し
て
何
を
意
味
す
る
か
を
考
察
す
る
に
あ
る
。

る
。
第
二
の
課
題
は
夫
等
の
諸
條
件
が
現
貨
に
於
い
て
肯
定
せ
ら
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
吟
味
す
る
。

第
一
ー
一
の
課

限
界
放
用
新
瀾
定
法
の
陥
穿

第

五

巻

三
一

0

第

二

就

九

0



し
た
。
而
し
て
、

の
限
界
妓
用
に
、

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
穿

第

五

巻

一
般
的
限
異
放
用
は
特
殊
限
界
妓
用
に
相
應
し
、
方
程
式
13
は
1
に、

第
1

一

聾

九

方
程
式
11
は
5
に
相
應
す
る
と

技
で
新
に
取
立
て
＼
云
ふ
程
の
問
題
は
な
い
。
既
に
論
じ
て
あ
る
か
ら
。

、ノ3
 

、/
J

私
は
嘗
つ
て
私
見
を
開
陳

併
し
な
が
ら
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
如

方
程
式
31
に
於
け
る
不
定
常
数
を
奴
用
函
敷
か
ら
全

フ
リ
ッ
シ
ュ
も
此
の
條
件
を
先
づ
第
一
に
加
へ
て
、

限
界
奴
用
の
統
計
的
測
定

欲
望
吠
態
I
が
観
察
期
間
中
不
定
で

次
に
、

X
財
に
闊
す
る
欲
睾
朕
態
I
が
崚
化
す
れ
ば
、
消
費
祉
X

が
不
菱
で
あ
る
と
し
て
も
、

す
る
。
而
し
て
、
そ
れ
が
常
に
愛
化
す
れ
ば
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
根
本
方
程
式
に
於
い
て
、

は
不
可
能
と
た
る
。
4
{

．
れ
ば
、

あ
る
と
恨
定
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
表
現
を
簡
箪
に
す
る
た
め
に
、

は
な
い
。

1
の
愛
化
を
考
慮
の
外
に
置
く
こ
と
は
重
大
な
る
誤
差
を
招
く
で
あ
ら
う
。

問
題
は
貨
幣
の
一
般
的
限
界
妓
用
と
賓
質
限
界
炊
用
と
の
闘
聯
に
あ
ろ
。

闊
す
る
と
等
し
く
、
一
一
種
の
限
界
妓
用
を
考
へ
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
そ
れ
ら
の
中
、

敷
麓
を
不
雙
と
す
る
も
共
の
限

界
効
用
は
愛
化
し
、
従
つ
て
、
方
程
式
22
に
於
け
る
C
が
常
敷
で
な
ぐ
な
る
。
さ
う
す
れ
ば
、

＜
除
外
し
て
、
方
程
式
1
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
尤
も
、
此
の
條
件
は
観
察
期
間
を
長
く
取
れ
ば
、

く
観
察
期
間
を
短
く
取
れ
ば
、
砂
糖
の
如
き
財
に
就
い
て
は
殊
に
、
此
愛
化
を
無
視
す
る
も
さ
ま
で
大
い
な
る
誤
差
に
は

陥
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
此
第
二
條
件
も
亦
肯
定
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

特
殊
財
の
限
異
効
用
函
数
よ
り
｀
貨
幣
の
特
殊
限
界
妓
用
函
数
を
導
出
す
駅
に
就
い
て
は
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
見
解
も
亦
私
見
と
＊
開
に
於
い
て
等
し
い
と
息
は
れ
る
。
従
っ
て
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
貨
幣
に
就
い
て
も
、

X
財
に

貨
幣
の
質
質
限
界
奴
用
は
比
較
財

――――― 

必
す
し
も
正
嘗
で

そ
れ
に
就
い
て
は

そ
の
限
界
妓
用
は
愛
化

21) Frisch, ibid, p. 16 -17. Schultz, ibid., p. 111. 
22) 高田博士~前褐論文 17 頁
23)拙稿貨・.；脊の限界放用と債格一般本誌第四巻第二撃。



数
は
次
の
も
の
と
た
る
。

勿
論
、
是
等
函
数
は
特
定
個
人
に
闘
す
る
も
の
で
あ
り
、
異
人
に
は
別
の
函
藪
が
あ
る
筈
で
あ
る
？
更
に
凡
て
の
財
の

債
格
Pxpypz
・
・
・
・
・
・
が
定
ま
り
て
、
購
入
す
る
敷
流
の
中
の
何
れ
の
部
分
に
到
し
て
も
一
様
で
あ
る
と
す
る

U

u
x
1
1
u
 (
x
)
,
 

U
y
1
1
U
 (
y
)
,
 
U
z
1
1
u
 (
N

)

 

闘
係
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
私
見
を
以
つ
て
す
れ
ば
決
し
て
さ
う
で
な
い
。

(
3
2
)
 

か
く
し
て
、

こ
の
二
條
件

X
Y
z
:
 ．
．
．．．
 
の
効
用
函

、’9.
4
 

2
 

私
は
袢
つ
て
斯
題
に
就

が
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
然
る
に
、
特
殊
財
の
二
種
の
限
界
奴
用
と
、

貨
幣
の
二
種
の
限
界
放
用
と
の
間
に
は
夫
々
類
似
の

函
数
が
如
何
な
る
構
成
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
な
が
ら
、

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
痒

フ
lJ
ッ
シ
ュ
に
あ
り
て
は
、

： 

貨
幣
の
一
般
的
限
界
妓
用
函
敷
及
び
賞
質
的
限
界
妓
用

前
者
よ
り
後
者
が
、
或
は
後
者
よ
り
前
者
が
、
如
何
に
し
て
導
出
さ
れ
、

如
何
に
し
て
方
程
式
14
が
成
立
す
る
か
の
考
察
が
典
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
共
問
題
に
就
い
て
何
等
か
の
表
意
が
あ
る
と
す

、
ア
ナ
ロ
ギ
イ

れ
ば
、
唯
類
推
あ
る
の
み
で
あ
る
。
併
し
た
が
ら
、
類
推
が
適
用
さ
れ
る
が
為
に
は
｀

雨
面
の
闘
係
に
於
て
類
似
の
闘
係

先
づ
、
貨
幣
の
一
般
的
限
昇
奴
用
函
数
の
構
成
に
就
き
明
解
な
る
理
解
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

い
て
私
見
を
述
ぺ
た
。

併
し
た
が
ら
そ
れ
だ
け
で
は
＊
稿
に
於
け
る
問
題
の
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
従
っ
て
、
必

要
た
る
限
り
に
於
い
て
私
見
を
躁
返
し
、
更
に
そ
れ
を
展
開
し
て
行
き
た
い
と
思
ふ
。

特
定
個
人
を
念
頭
に
置
く
。
今
仮
に
凡
て
の
財
に
就
い
て
、
夫
々
の
奴
用
函
数
が
定
ま
り
、

ー
に
於
け
る
如
く
、
欲
睾
朕
態
が
不
愛
に
し
、
他
財
と
は
無
闘
係
で
あ
る
と
す
る
。

而
し
て
、
夫
等
は
方
程
式

第

五

巻

第

二

鰊

九

24)拙和。前椙論文 81-86頁



他
方
、
貨
幣
の
一
般
的
限
界
放
用
は
睛
入
餘
力
の
名
目
的
収
位
の
限
界
放
用
で
あ
る
。

…
 ... d
E
4云
ふ
小
部
分
に
分
た
れ
、
而
し
て
添
数
字
の
順
に
支
出
さ
れ
る
と
仮
定
す
る
。

等
貨
幣
の
各
増
分
に
就
い
て
も
、
全
量
に
就
い
て
と
同
様
に
極
大
満
足
の
法
則
が
支
梵
し
、

ら
ぬ
。
今
最
初
の
支
出
に
決
定
さ
れ
た
貨
幣
増
分
dE
に
就
い
て
見
る
。
か
し
る
條
件
を
満
足
す
べ
き
各
財
の
数
載
を
夫
々

El 

ox、Oy
.. …
•
と
す
る
た
ら
ば
、
貨
幣
増
分d
と
各
財
へ
の
支
出
額
と
の
閥
係
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

る。

限
界
数
用
新
測
定
法
の
餡
穿

E
1
1
x
P
x
+
y
P
y
+
 

の
支
出
額
を
、1

 

1
 

ー

u
(
x
)
1
1
ー

u
(
y
)
1
1
:
 ．．．． 

P
x
 

P
y
 

此
方
程
式
は
人
の
知
る
如
く
均
衡
方
程
式
で
あ
る
。

第

五

巻

； 
第

二

競

九

方
程
式
部
が
満
さ
れ
ね
ば
な

順
次
に
消
費
に
向
け
ら
れ
る
是

今
一
定
の
睛
入
餘
力
E
が
dEdE

(
3
5
)
 

入
餘
力
（
節
約
を
行
は
ぬ
と
仮
定
す
る
）

E
と
諸
財
の
た
め
の
夫
々
の
支
出
貨
幣
額
と
の
間
に
は
次
の
闘
係
が
あ
る
。

こ
れ
を
満
足
せ
し
む
る
謡
財
の
贅
を

x
y
z
:
・
…
と
す
れ
ば
、
購

(
8
4
)
 

に
依
り
て
、
各
財
に
閥
す
る
特
殊
限
界
奴
用
函
敷
が
定
ま
る
。
夫
穿
は
既
に
述
べ
た
る
如
く
次
の
も
の
と
す
る
。

1
 

1
 

1
 

m
x
1
1
ー

u
(
x
)
,

m
y
 =
 -
u
(y), 
m
z
1
1
|
u
(
N
)＂ 
．．．．．． 

（

3
3
)
 

P
x
 

P
y
 

P
N
 

而
し
て
、
今
仮
り
に
此
個
人
が
一
定
の
賄
入
餘
力
E

（
所
得
に
等
し
い
と
す
る
）
を
持
つ
と
す
る
。

額
E
を
以
て
諸
財
を
購
入
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
極
大
満
足
の
法
則
に
依
つ
て
拘
束
せ
ら
れ
る

Q

此
個
人
は
此
貨
幣

夫
故
に
、
各
財
ヘ

各
財
に
闘
す
る
貨
幣
の
特
殊
限
界
奴
用
が
一
様
と
な
る
や
う
に
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
次
式
が
あ



・、
.~ 

ぢ
，4』
●
ヽ

9f̀
:
‘'‘

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
穿

増
分
が
定
ま
り
然
る
後
、
姻
入
餘
力
の
増
分
の
放
用
が
定
ま
る
。
夫
故
に
、

三
一
四

(
3
6
.
a
)
 

更
に
他
方
。
貨
幣
増
分
El
の
放
用

Vl
は
、
そ
れ
に
依
り
て
買
取
ら
る

A
財
の
放
用
で
あ
る
か
ら
、

d
 

…
 ．．． 
の
夫
々
の
妓
用
の
継
計
で
あ
る
。
従
っ
て
次
式
が
あ
る
。

(
3
7
.
b
)
 

(
3
6
.
b
)
 

次
に
貨
幣
増
分
恥
E
J
:
．．．． 
に
就
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
云
は
れ
る
。
従
つ
て
、
次
の
二
組
の
方
程
式
が
成
立
す
る
。

d
E
1
1
e
e
X;iP
X
+
o
y
2
P
y
+
 ．．．．．． 

(
3
7
.
b
)
 

貨
幣
の
一
般
的
限
界
妓
用
は
名
目
的
貨
幣
額
の
添
加
せ
ら
れ
る
増
分
に
依
つ
て
箭
ら
さ
る
さ
奴
用
で
あ
る
か
ら
、

的
貨
幣
額
の
函
数
で
は
あ
る
が
、
貨
幣
が
固
有
の
放
用
を
持
た
な
い
帝
自
然
の
結
果
と
し
て
、

し
て
初
め
て
決
定
せ
ら
れ
る
祉
で
あ
る
か
ら
、
謡
財
の
債
格
の
函
数
で
も
あ
る
。
然
る
に
、

は
同
じ
く
瑳
数
で
あ
り
た
が
ら
、
雨
者
の
間
に
は
斐
敷
で
あ
る
事
に
趣
の
差
が
あ
る
。

詣
財
の
培
分
の
も
た
ら
す
奴

購
入
餘
力
E
と
謡
財
の
債
格

購
入
餘
力
は
普
通
の
瑳
数
で
あ
り
、
謡
財
の

債
格
は
不
定
常
敷
で
あ
る
。
従
つ
て
、
貨
幣
の
一
般
的
限
界
奴
用
函
数
は
次
式
と
な
る
。

先
づ
債
格
が
定
ま
つ
て
、
評
財
の

用
、
従
つ
て
、
詣
財
の
増
分
｀

oxoy・
…
・
・
の
函
敷
で
あ
る
、
然
る
に
、
諦
財
の
増
分
は
債
格
が
決
定
し
て
ゐ
る
事
を
前
提
と

<
2
1
1
U
 (
o
x2)
＋

u
 C
o
Y
2
)
+
 

V
1
 
=
 u (
o
x
1
)
+
u
 C
o
Y
1
)

＋
 

d
E
1
"
8
x
1P
x
+
8
y
1P
y
+
 

第

五

巻

名
目

諸

財

の

培

分

OXJOXJ
、OYl

第

二
9

筑

九

四

25)方程式群 37.bの表現は正確ではないが簡箪のためにかくする。



限
界
放
用
新
測
定
法
の
餡
鉾

や
否
や
に
就
い
て
は
後
に
述
ぶ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

第

五

巻

一
五

第

二

輩

九

五

・

傾
斜
の
綾
た
る
黙
に
相
應
す
る
X
財
の
増
分
は
小
で
あ
る
。
従

此
方
程
式
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
が
、
前
掲
害
の
緒
言
に
於
い
て

U
と
符
琥
し
た
る
も
の
に
等
し
い
。

と
異
る
と
こ
ろ
は
、
方
程
式
38
は
一
個
の
獨
立
斐
敷
と
n
個
の
不
定
常
数
を
有
す
る
函
敷
で
あ
る
に
反
し
、

11
は
賭
入
餘
力

珂
解
を
便
な

ぬ
諸
財
の
債
格
は
尚
決
定
不
愛
と
す
る
ゞ
）
の
條
件
の
下
に
於
い
て
、
貨
幣
の
織
次
的
培
分

El
瓦
．．．．．． 
の
添
加
的
放
用
を
構

成
す
る
諸
財
の
増
分
の
大
さ
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
今
貨
幣
増
分
の
大
さ
を
等
し
く
す
る
。
而
し
て
、

賤
餘
限
界
奴
用
曲
線
の
傾
斜
は
X
財
の
限
界
奴
用
曲
線
よ

ら
し
む
る
た
め
に
、
X
財
の
増
分
、O
xの
み
を
考
察
す
る

c

貨
幣
の
織
次
的
増
分
d
x
l
d
x
z
:

…
•
に
相
應
す
るX
財
の
増
分
を
O
X
l
如

．．．．．
．
 
と
す
る
。
X
の
増
分
は
凡
て
等
し
い
も
の
で
あ
る
か
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
は
、
貨
幣
及
X
財
の
限
昇
奴
用
函

数
の
容
相
で
あ
る
。
今
37
叩
に
於
い
て

X
財
に
脳
す
る
項
の
み
を
除
外
せ
る
も
の
に
て
描
か
れ
る
貨
幣
の
妓
用
曲
線
を
考

へ
る
。
こ
れ
を
貨
幣
の
疫
餘
限
界
奴
用
曲
線
と
仮
梢
し
よ
う
。

b
も
緩
で
あ
る
。
こ
の
事
か
ら
残
餘
曲
線
の
傾
斜
に
斐
化
な
し
と
恨
定
す
れ
ば
、

x財
に
就
い
て
、

線
の
傾
斜
の
急
な
る
黙
に
相
應
す
る
増
分
は
小
で
あ
b
絞
な
る
黙
に
相
應
す
る
分
は
大
で
あ
る
。

x財
の
限
界
奴
用
曲

他
方
、
残
餘
曲
線
の
傾

斜
如
何
が
X
財
の
培
分
の
大
さ
に
影
密
を
輿
へ
る
。

X
財
の
放
用
曲
線
の
傾
斜
に
愛
化
な
し
と
す
れ
ば
、

斜
の
急
な
る
黙
に
相
應
す
る
X
財
の
沿
分
は
大
で
あ
り
、

残
餘
曲
線
の
傾

方
程
式
38
の
性
質
に
就
い
て
尚
考
ふ
る
と
こ
ろ
が
た
け
れ
ば
な
ら

E
と
生
活
憤
格
指
数
P
の
二
獨
立
菱
数
を
有
す
る
函
数
で
あ
る
事
で
あ
る
。

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
成
敷
11
が
果
し
て
成
立
す
る

V
 =
 V
 ('E; 
P
x
;
 P
y
;
:
・

…)
 

(
8
8
)
 

七
十
六
頁
の
方
程
式
11



曲
線
と
た
り
、
不
連
績
的
差
異
が
あ
れ
ば
折
線
と
た
る
。

つ
て
、

X
財
の
培
分
の
大
さ
は
X
財
の
放
用
曲
線
と
貨
幣
の
放
用
曲
線
の
傾
斜
の
容
相
に
依
つ
て
影
響
を
受
け
る
、

に、

X
財
の
放
用
線
及
貨
幣
の
茂
徐
妓
用
線
の
傾
斜
係
数
が
夫
々
線
上
の
凡
て
の
砿
に
於
い
て
同
値
と
す
。

ば
、
雨
線
が
曲
線
な
ら
す
し
て
、
直
線
を
な
す
な
ら
ば
、
此
の
場
合
に
限
り
て
、

の
讃
次
的
壻
分
は
同
一
の
値
を
保
つ
。
何
れ
が
直
線
な
ら
す
と
も
、
財
の
培
分
の
大
さ
は
一
様
で
は
な
い
。

幣
奴
用
線
の
傾
斜
係
数
は
何
に
依
b
て
決
定
さ
れ
る
か
。
そ
れ
は
前
述
の
通
り
、

格
の
大
さ
で
あ
る
。
而
し
て
、

第

五

巻詣
財
の
放
用
曲
線
の
容
相
と
諸
財
の
債

貨
幣
奴
川
線
は
如
何
な
る
條
件
の
下
に
於
い
て
曲
線
と
な
ら
中
し
て
直
線
と
な
る
か
。
債

格
が
一
定
不
愛
と
す
れ
ば
、
各
財
に
関
す
る
夫
々
の
貨
幣
の
特
殊
限
界
奴
用
曲
線
が
、

出
褻
す
る
、
二
、
傾
斜
は
別
々
で
あ
れ
凡
て
が
涯
線
で
あ
る
事
の
二
條
件
で
あ
る
。

界
放
用
曲
線
は
直
線
と
は
な
ら
な
い
。
各
特
殊
放
用
線
が
曲
線
で
あ
る
場
合
は
固
よ
り
、

貨
幣
の
一
般
的
限
界
妓
用
曲
線
が
、
前
述
二
條
件
の
満
足
に
依
り
て
直
線
と
な
る
た
ら
ば
、

さ
は
凡
て
一
様
で
あ
る
ゞ
＾
財
が
さ
う
で
あ
る
た
ら
ば
、
賞
然
に
他
の
凡
て
の
財
の
栂
次
的
増
分
の
大
さ
も
亦
夫
々
の
財
に

就
い
て
一
様
と
な
る
。
若
し
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
購
入
餘
力
の
培
分
に
依
り
て
購
入
さ
れ
各
財
の
増
分
の
集
合
が

貨
幣
の
糧
次
的
培
分
に
従
つ
て
、
そ
の
種
類
と
夫
々
の
数
批
に
於
い
て
、

一
様
と
な
る
。

を
始
褻
黙
の
縦
軸
の
値
が
異
な
れ
ば
貨
幣
奴
用
線
は
直
線
と
は
な
ら
な
い
。

各
財
の
増
分
の
集
合
が
さ
ろ
で

x財
の
繍
次
的
増
分
の
大

始
疲
黙
の
値
に
連
績
的
差
異
が
あ
れ
ば
、

各
線
が
直
線
で
あ
る
と
し
て

此
一
一
の
中
何
を
欠
ぐ
も
、

一
般
的
限

一
、
凡
て
縦
軸
の
同
一
値
黙
か
ら

而
し
て
、
貨

貨
幣
の
機
次
的
増
分
に
相
應
す
る
X
財

限
界
放
用
新
測
定
法
の
略
穿

二
六

換

言

す

れ
今
仮

第

二

祓

九

六

．



然
る
に
、
貨
幣
の
一
般
的
限
昇
妓
用
線
を
直
線
な
ら
し
む
る
二
條
件
は
、

限
界
放
用
新
測
定
法
の
餡
穿

あ
る
た
ら
ば
、
そ
の
集
合
の
中
の

第

五

巻

二
七

第

二

輩

一
般
に
貨
幣
の
機
次
的
増
分
に
て
購
入
さ

九
七

一
般
的
妓
用
線
は
曲

一
の
も
の
に
一
定
の
共
通
因
数
を
乗
じ
て
、
之
を
隅
位
L
す
る
事
が
出
来
る
。
恰
も

x

財
の
物
理
的
箪
位
の
如
く
に
。
而
し
て
、
此
集
合
箪
位
を
以
て
賓
質
所
得
を
澗
定
し
奮

き
事
は
、
方
程
式
14
が
成
立
す
る
と
し
て
も
、
均
衡
の
一
に
就
い
て
の
み
で
あ
り
、

賓
質
限
界
妓
用
を
此
凱
位
に
て
測

定
せ
る
賓
質
所
得

rの
一
楚
数
の
函
敷
と
し
、
方
程
式
13
を
樹
立
す
ろ
事
が
出
来
る
。
他
方
、

均
衡
黙
を
一
だ
け
取
っ
て

考
へ
る
た
ら
ば
、
慣
格
は
購
人
す
べ
き
敷
最
の
何
れ
の
部
分
に
取
っ
て
も
不
愛
で
あ
り
、
而
し
て
、

の
債
格
組
織
（
そ
の
中
個
人
の
消
費
に
闊
係
す
る
財
に
閥
す
る
も
の
）
を
代
表
せ
し
む
る
に
、

憤
格
指
数
を
以
つ
て
す
る

事
が
出
来
、
貨
幣
の
一
般
的
限
界
放
用
を
名
目
所
得
E
と
生
活
憤
格
指
数
P
と
の
一
＿
礎
数
の
函
敷
と
し
て
、

て
代
表
せ
し
む
る
事
が
川
来
る
。
こ
の
附
式
が
成
立
す
る
た
ら
ば
、
方
程
式
14
は
成
立
す
る
。
併
し
た
が
ら
、

そ
れ
か
ら
、

な
る
方
程
式
22
が
成
立
す
る
や
否
や
は
自
ら
別
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
黙
に
は
後
に
躙
れ
る
。

凡
て
の
妓
用
線
が
直
線

そ
の
均
衡
黙
に
同
有

凡
て
の
均
衡
黙
に
共
通

現
賓
に
適
用
さ
れ
る
に
は
甚
だ
遠
い
も
の
で

あ
る
。
凡
て
の
特
殊
限
界
放
用
線
の
始
発
黙
が
縦
軸
に
於
い
て
同
値
を
取
ろ
事
汰
あ
り
得
た
い
。

で
あ
る
事
も
立
證
し
得
な
い
事
で
あ
る
。
暫
、
前
の
黙
は
考
慮
の
外
に
置
く
。
後
の
黙
だ
け
か
ら
、

線
と
な
る
。
そ
れ
が
曲
線
と
な
れ
ば
、
貨
幣
の
贖
次
的
増
分
に
相
應
す
る
諸
財
の
讃
次
的
増
分
の
大
さ
は
、

て
夫
々
異
る
。
更
に
璽
要
た
る
事
柄
は
、
今
考
慮
の
外
に
置
い
た
事
柄
で
あ
る
。

値
が
異
る
と
云
ふ
事
か
ら
、
財
の
機
次
的
壻
分
の
大
さ
は
別
に
し
て
見
る
と
、

各
財
に
就
い

貨
幣
の
特
殊
曲
線
の
始
寝
黙
の
縦
軸
の

注
意
す
べ

方
程
式
11
に



一
方
に
於
い
て
方
程
式
13
が
、
他
方
に
於
い
て
方
程
式
11
が
成
立
し
得
す
し
て
、

し
得
る
か
。
是
が
成
立
し
得
す
し
て
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
理
論
は
よ
り
立
つ
と
こ
ろ
の
基
礎
を
失
ふ
事
に
た
る
。

私
の
非
難
に
到
し
て
、
か
う
反
批
判
す
る
も
の
が
あ
ら
う
。

つ
て
す
る
事
は
不
可
能
と
た
る
。

隕
界
放
用
新
瀾
定
法
の
陪
奔

三
一
八

名
目
額
大
な
る
貼
に
於
い
て
は
多
い
。
此
事

一
、
貨
幣
の
讀
次
的
増
分
（
大
さ
を
等
し
く
し
た
）
に
相
應
す
る
詣
財
の
培
分
の
猥
次
的
集
合
は
、
凶
財
の
種
類
に
於

い
て
、
⑱
同
種
の
財
に
就
い
て
は
そ
の
敷
麓
に
於
い
て
、
不
等
人
た
る
、
一
集
合
に
局
す
る
謡
種
の
財
の
数

量
に
一
定
常
敷
を
乗
す
る
事
に
依
り
て
、
賓
質
購
入
餘
力
の
輩
位
を
選
む
事
が
不
可
能
と
た
る
。

賓
質
限
界
妓
用
を
思
浮
べ
る
事
が
出
来
な
く
た
る
。
従
っ
て
、
賓
質
奴
用
函
数
が
13
が
成
立
否
意
味
を
た
さ
た
い
。

二
、
貨
幣
の
一
般
的
限
界
妓
用
函
数
11
に
就
い
て
、

に
は
欠
け
て
ゐ
る
が
、
凡
ゆ
る
債
格
を
含
め
た
一
般
憤
格
指
敷
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

か
ら
二
の
事
柄
が
流
出
づ
る
。

個
人
の
消
費
と
闘
係
を
有
す
る
財

に
闘
し
て
の
指
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
さ
う
す
る
と
、
名
目
所
得
の
増
加
に
連
れ
て
、

で
あ
る
、
従
つ
て
、
名
目
所
得
の
愛
動
に
つ
れ
て
内
容
を
異
に
す
る
財
種
の
債
格
組
織
を
示
す
に
、

p
た
る
一
稜
藪
を
以

た
る
ほ
ど
貸
幣
の
一
般
奴
用
線
も
特
殊
奴
用
線
も
共
に
全

線
に
亘
り
て
直
線
で
は
た
い
。
併
し
た
が
ら
、
曲
線
の
僅
か
た
る
範
園
に
就
い
て
見
れ
ば
、

此
事
か
ら
、

れ
る
財
の
種
類
は
、
購
入
餘
力
の
名
目
額
の
小
た
る
貼
に
於
い
て
は
少
く
、

第

五

馨

附
線
と
も
直
線
に
近
い
と
考

如
何
に
し
て
根
本
方
程
式
14
が
成
立

財
の
稲
類
が
培
す
は
す

生
活
債
格
指
数
P
が
何
で
あ
る
か
の
明
な
る
説
明
は
フ
IJ
ッ
シ
ュ

然
る
が
故
に
、
貨
幣
の

筆

二

馘

九

八

26) Bilimovic, a. a. 0., S. 131. 



策

五

巻

第

二

鰊

九

九

か
く
断
定
す
る
何
の
理
由
も
現
賓
に
は
た

夫
故
に
、
フ
リ
ッ
シ
ュ
表
現
が
正
し
い
な
ら
ば
、
方
程
式

に
決
定
す
る
事
で
あ
る
。
従
つ
て
、

34
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、

へ
る
事
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
さ
う
す
れ
ば
、
前
述
の
非
難
は
解
消
す
る
筈
で
あ
る
と
。

決
し
て
正
し
く
た
い
。
観
察
さ
れ
て
ゐ
る
期
間
内
に
於
い
て
、
逆
相
釘
債
格

a
は
堅
化
し
て
ゐ
る
。

い
て
は
債
格
組
織
の
焚
化
し
な
い
事
を
前
提
と
し
℃
の
話
で
あ
る
が
、
憤
格
組
織
が
愛
化
す
れ
ば
、

％

％

 

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
所
得
の
よ
り
0
に
到
る
大
範
園
を
取
扱
っ
て

5
 

5
 

ー

7
 

こ
れ
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
計
算
せ
る
貨
幣
賛
曲
度
の
敷
値
そ

更
に
吟
味
の
歩
を
進
め
よ
う
b

て
重
要
な
る
事
柄
は
、

い
。
而
も
、

そ
れ
は
別
と
し
て
、

消
費
面
の
構
造
に
於
い

均
衡
貼
に
於
い
て
個
人
は
そ
の
消
費
を
各
財
に
闊
す
る
特
殊
限
界
奴
用
が
凡
て
等
し
く
な
る
や
う

限
界
放
用
新
測
定
法
の
餡
穿

此
の
事
柄
を
フ
リ
ッ
シ
ュ
は
貨
幣
の
名
目
的
限
界
奴

用
と
比
較
財
の
債
格
と
の
放
が
、
比
較
財
の
限
界
奴
用
と
等
し
い
と
表
現
し
、

19
を
樹
て
ゐ
る
。

と
19
と
の
事
柄
は
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
19
を
見
る
に
左
邊
項
は
貨
幣
の
一
般
的
限
界
奴
用
で
あ
る
。
而
し
て
、
前
の
34

表
現
が
正
し
い
の
で
あ
っ
て
後
の
表
現
は
正
し
く
な
い

。，貨
幣
限
界
奴
用
は
方
程
式
37
に
て
明
な
る
如
く
、
限
界
名
目
箪
位

を
以
つ
て
購
入
し
得
る
財
の
最
終
培
分
の
放
用
の
総
計
で
あ
る
。

に
於
い
て
、
有
邊
の
第
二
項
以
下
が
零
で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
れ
ど
も
、

b
 

7
 

3
 

b
 

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
如
く
財
の
無
駆
可
分
性
を
仮
定
す
る
限
り
、

37
成
立
は
必
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

-＝
-
―
九

の
も
の
が
證
明
し
て
ゐ
る
。

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
設
明
は
根
本
方
程
式
よ
り
消
費
曲
面
へ
進
む
。

ゐ
る
。
か
4

る
大
範
固
に
て
は
此
の
反
批
判
は
妥
賞
で
な
い
。

力
と
な
る
。
そ
れ
は
後
に
述
べ
る
。

然
れ
ど
も
、
方
程
式
34

私
の
非
難
は
盆
々
強

今
ま
で
の
議
論
に
於

然
し
な
が
ら
、
此
の
反
批
判
は



限
界
放
用
新
測
定
怯
の
陥
穿

恨
り
に
、
方
程
式
19
の
成
立
を
許
し
て
も
、
夫
か
ら
、

20
、
引
い
て
は
21
が
成
立
す
る
か
。
決
し
て
さ
う
で
は
な
い
。

20
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

つ
て
、
14
は
現
賓
に
あ
て
は
ま
ら
ざ
る
必
要
條
件
を
持
つ
。
之
が
成
立
せ
す
し
て
は
20
、
引
い
て
は
出
は
成
立
し
な
い
。
こ

一
均
衡
砧
に
就
い
て
見
れ
ば
、
債
格
は
不
雙
で
あ
る
。
而
し
て
、
夫
故
に
、

債
格
指
数
た
る
一
愛
数
を
以
つ
て
債
格
組
織
を
代
表
せ
し
む
る
事
も
、

異
り
た
る
多
数
の
均
衡
黙
を
（
フ
リ
ッ
シ
ュ
も
さ
う
で
あ
る
）
取
扱
ふ
に
於
い
て
は
、

許
さ
れ
な
い
。

フ
リ
ッ
シ
ュ
＆
云
ふ
如
く
、

14
が
成
立
せ
ね
ば
た
ら
ぬ
。
然
る
に
、
既
に
述
べ
た
る
事
に
依

複
数
の
均
衡
琺
か
ら
な
る
と
こ
ろ
の
消
費
面
の
構
造
に
於
い
て
、

P
の
唆
化
は
如
何
た
る
も
の
で
あ
り
得

る
か
。
第
一

P
を
構
成
す
る
凡
て
の
債
格
が
同
一
の
方
向
に
而
し
て
同
一
程
度
に
於
い
て
愛
化
す
る

U

る
債
格
の
種
類
を
異
に
し
且
つ
個
々
の
債
格
の
愛
化
は
方
向
と
程
度
に
於
い
て
甑
々
で
あ
る
。

第
一
の
場
合
に
就
い
て
考
ふ
。

謡
財
の
憤
格
は
決
定
且
不
雙
で
あ
る
事
が
恨
定
せ
ら
れ

の

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
云
ふ
如
く
、
生
活

28 

貨
幣
の
一
般
的
限
界
妓
用
函
敷
及
特
殊
限
界
奴
用
函
数
は
嘗
つ
て
陥
じ
た
る
如
く
、
購

く

(..lE;..lpx;,lpy;
…・:）

1
1
iー

1
<
（

E
;
p
x
;
 p
y
;
；
 ．．．． 

)
 

t
れ
は
諸
財
の
憤
格
及
購
入
餘
力
が
一
様
に
一
定
常
数
倍
さ
れ
る
た
ら
ば
、

入
餘
力
と
凡
て
の
財
の
憤
格
の
4
次
の
阿
次
函
数
で
あ
る
。
即
ち
、

て
ゐ
る
。

更
に
重
要
な
る
困
難
が
あ
る
。
今
ま
で
の
叙
述
に
あ
り
て
は
、

れ
が
成
立
せ
中
し
て
は
、
消
費
曲
面
は
成
立
し
な
い
。

貨
幣
限
界
妓
用
は
一
定
常
敷
分
の

1

と
な

三
二

0

さ
ま
で
大
な
る
誤
差
を
生
ぜ
ぬ
。

第

五

巻

此
の
考
を
そ
の
儘
持
績
す
る
事
は

第
二
P
を
構
成
す

併

し

な

が

ら

第

二

嘩

1
0
0
 

27) Frisch. ibid, p. 4. 
28)拙稿、前掲論文、 89頁



す
る
。

lJ
ッ
シ
ュ
の
此
の
談
謬
は
何
虚
よ
り
来
た
か
。

第

五

巻

第

二

撃

1
0
 

貨
幣
の
一
般
的
放
用
函
数
に
闘
す
る
深
き
考
察
を
鋏
ぎ
た
る
事
か
ら
由
来

の
集
合
は
更
に
一
次
元
だ
け
菱
化
の
度
を
大
と
す
る
。
従
つ
て
、

る
時
、

そ
の
雙
動
は
正
に
可
雙
的
菱
動
で
あ
る
。
債
格
の
可
撃
的
整
動
か
ら

他
財
の
培
分
の
大
さ
、
更
に
、
各
集
合
に
含
ま
れ
た
ろ
財
種
が
菱
化
す
る
。

あ
る
。

が
成
立
し
て
も
、

短
言
す
れ
ば
、
集
合
の
構
造
が
雙
化
す
る
。

此
の
事

現
賓
に
於
け
る
菱
化
は

そ
れ
は
貨
幣
の
限
界
放
用
函
敷
で
あ
る
か
否
か
は
別
に
吟
味
を
要
す
る
事
で
あ
ろ
。
是
は
後
の
仕
事
で

第
二
の
場
合
に
就
い
て
考
ふ
。
第
一
の
場
合
は
賓
現
す
る
事
極
め
て
あ
b
難
き
も
の
で
あ
る
。

凡
て
第
二
の
幾
化
で
あ
ら
う
。

さ
う
ナ
れ
ば
、
ど
う
た
る
か
。
仮
に
一
債
格
だ
け
雙
化
し
た
と
す
る
。
．
斯
財
の
放
用
函
敷

は
不
菱
に
不
拘
、
そ
の
特
殊
放
用
函
数
が
菱
化
す
る
。
夫
に
依
り
て
、
貨
幣
の
一
般
放
用
函
数
も
亦
愛
化
す
る
。

か
ら
、
貨
幣
の
讃
次
的
培
分
に
相
應
す
る
謡
財
の
増
分
の
横
次
的
集
合
に
於
い
て
、

技
で
注
意
す
べ
ぎ
事
柄
は
、

前
述
の
債
格
の
勢
動
は
一
財
の
買
入
れ
ら
れ
る
織
次
的
部
分
に
就
い
て
等
し
い
雙
動
で
あ

る
。
こ
れ
を
不
瑳
的
繋
動
と
恨
稲
し
ょ
う
。
日
平
と
異
り
た
る
綾
動
の
姿
が
あ
る
。

債
格
の
異
る
は
そ
れ
で
あ
る
。
之
れ
を
可
勢
的
菱
動
と
恨
稲
し
よ
う
。

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陪
穿

る
事
の
表
現
に
す
ぎ
ぬ

0
p
の
此
愛
化
が
賓
現
す
る
た
ら
ば
、

営
該
財
の
培
分
の
大
さ
の
み
な
ら
す

購
入
せ
ら
れ
る
敷
派
の
部
分
に
就
い
て

而
し
て
均
衡
黙
を
辿
り
て
債
格
の
菱
動
を
観
察
す

睛
入
餘
力
の
増
分
に
相
應
す
る
詣
財
増
分

根
本
方
程
式
の
成
立
を
盆
々
困
難
と
た
ら
し
め
る
。

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
四
式
が
成
立
す
る
。

フ

併
し
た
が
ら
、
そ
れ



方
法
に
等
し
か
ら
ん
も
の
に
過
ぎ
た
い
。

然
る
に
、

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陪
穿

明
に
し
得
た
と
思
ふ
。
而
し
て
、

と
し
て
も
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
に
依
れ
ば
、

従
っ
て
、
算
出
の
結
果
を
以
つ
て
批
判
を
す
る
前
に
、
此
の
推
測
が
果
し
て
箕

ビ
リ
モ
ヴ

示
さ
れ
た
る
統
計
的
方
法
を
施
し
ア
求
め
た
る
敷
個
の
等
賛
線
に
就
い

消
費
面
の
方
程
式
が
亦
成
立
し
得
た

三
1

1

――
．

第

二

攣

私
は
今
ま
で
、
相
構
ぐ
均
衡
黙
に
就
い
て
は
尚
更
、
根
本
方
程
式
が
一
均
衡
黙
だ
け
に
就
い
て
も
、

成
立
し
た
い
事
を

そ
の
不
成
立
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
法
を
根
本
よ
り
不
可
能
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
信
ヤ

る
も
の
で
あ
る
が
、
仮
に
敷
歩
を
譲
り
て
、
根
本
方
程
式
が
成
立
し
、
そ
れ
か
ら
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
に
依
り
て
求
め
ら
れ
た
る
も
の
は
、
果
し
て
貨
幣
の
限
界
妓
用
函
敷
そ
の
も
の
、

相
應
す
る
も
の
で
あ
り
得
る
か
。
私
見
に
依
れ
ば
決
し
て
さ
う
で
は
た
い
。
何
故
に
然
ら
ざ
る
か
次
に
述
べ
た
い
。

均

衡

方

程

式

21
に
於
い
て
X

従
つ
て
そ
の
限
界
妓
用
を
常
敷
と
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の

rと
a
と
の
闘
係
を
示
す
も
の
が
、
等
讚
線
で
あ
る
。
而
し
て
、

が
出
来
る
が
、
そ
れ
ら
等
韮
線
は
相
似
で
あ
る
。
之
に
釘
し
て
異
論
を
挟
む
者
が
あ
る
。

で
あ
る
。
そ
の
見
解
の
大
要
は
か
う
で
あ
る
。

X

に
種
々
の
値
た
代
入
し
て
種
々
の
等
覇
線
ゎ
得
ろ
事

g
 

ビ
リ
モ
ヴ
チ
は
そ
の
一
人

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
云
ふ
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、

フ
lJ
ッ
シ
ュ
と
同
じ
材
料
を
用
び
て
、

て
見
る
に
、
互
に
交
る
。
従
つ
て
、
相
似
で
は
た
い
。
相
似
で
あ
る
な
ら
ば
交
る
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
、

チ
は
之
を
以
つ
て
フ
リ
ッ
シ
ュ
法
の
不
成
立
を
キ
張
せ
ん
と
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

。

結
果
と
一
致
し
な
い
事
は
＇ロ
ッ
シ
イ
も
亦
指
摘
し
て
ゐ
る
。

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
主
張
が
計
算
のー3

 

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
何
れ
の
著
作
に
於
い
て
も
、

等
量
線
を
求
む
べ
き
統
計
學
的
方
式
を
明
示
し
て
ゐ
な
い
。
ビ
リ
モ
ヴ
チ
の
方
法
は
自
ら
も
い
ふ
如
く
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
の

第

五

巻

又
は
そ
れ
に

等
婿
線
は
凡
て
相
似
で
虎
る
。

1
0
 

29) Bilimovic, a. a. 0., S. 183-184. 
30) Dionelle Rossi, Osservazioni intorno alla misura statistica dell'utilita 

finale, Giornale tleg'i Economisti., 1930 p; 10亙
..31) Bilimovic, a. a. 0., S. 163. 



な
り
や
否
や
を
吟
味
せ
ね
ば
た
ら
ぬ
。
私
は
何
れ
が
置
な
り
や
を
判
断
す
る
だ
け
の
材
料
を
持
た
ぬ
。

て
議
論
し
な
い
。

私
惟
ふ
に
、
等
賛
線
は
貨
幣
の
一
般
的
限
界
奴
用
函
数
の
理
論
的
性
質
よ
り
賞
然
相
似
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
フ

リ
ッ
シ
ュ
法
に
よ
る
測
定
算
出
の
冥
の
結
果
が
等
量
線
の
相
似
な
ら
ざ
る
事
を
示
し
、

し
て
も
、
必
中
し
も
、

は
次
の
姿
を
と
る
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
法
の
根
本
思
想
の
非
を
證
明
す
る
も
の
で
は
た
い
。

限
界
放
用
薪
瀾
定
法
の
餡
穿

1
 

く
(

E

>

p
)
1
1

ー

u
(

x

)

 

p
 

が
故
に
、
営
該
個
人
は
一
定
所
得
を
以
て
、

リ
ッ
シ
ュ
の
材
料
そ
の
も
の
が
、

第

五

巻

H
- 消

費
曲
面
を
示
す
方
程
式
22

私
は
結
果
に
立
つ

私
見
を
以
つ
て
す
れ
ば
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
根
本
思
想
を
獲
現
せ
し
む
る
に
足
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

分
に
正
確
た
る
も
の
な
ら
ば
、
等
址
線
は
必
然
的
に
相
似
形
を
示
す
。
然
ら
ば
、
何
故
で
あ
る
か
。

て
、
財
の
放
用
函
数
を
不
愛
と
見
て
、

フ

材
料
さ
へ
＋

貨
幣
の
一
般
及
特
殊
的
限
界
妓
用
函
数
は
既
に
述
べ
た
る
如
く
、
諸
雙
数
に
闊
す
る
4
次
の
同
次
函
敷
で
あ
る
。

購
入
餘
力
E
と
請
債
格
と
の
間
に
一
定
の

X

を
不
雙
に
保
た
し
め
る
た
め
に
は
、

闊
係
、
即
ち
正
比
例
の
闘
係
が
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。

費
す
る
必
要
た
し
）
。
こ
の
仮
定
に
依
り
て
、

多
数
の
愛
数
を
取
入
れ
る
事
は
事
柄
を
複
雑
に
し
理
解
に
不
便
た
る

一
種
財
の
み
を
購
入
し
て
生
活
を
維
持
す
る
と
恨
定
す
る

事
柄
の
性
質
は
何
等
破
壊
せ
ら
れ
な
い
。

が
、
夫
々

13
と
11
に
相
應
す
る
と
考
へ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
恨
定
の
下
に
於
い
て
は
、

（
そ
の
他
に
は
消

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
方
程
式
1
と
5

第

．二

輩

-
0
1
――
 従

つ

ビ
リ
モ
ヴ
チ
の
批
判
が
正
し
い
と



を
肯
定
す
る
も
の
は
次
の
奇
怪
な
る
闘
係
を
是
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
個
人
の
彎
曲
度
は
貨
幣
奴
用
曲
線
空
全
線
に
亘
り

貨
幣
の
限
界
放
用
曲
線
で
あ
る
か
。
こ
の
問

-
A,
 

相
似
で
あ
る
。
唯
Y

而
も
、
異

ナ
る
事
に
依
つ
て
他
を
導
出
す
事
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。

と
な
る
。
之
は
貨
幣
の
特
殊
奴
用
函
数
で
あ
り
、

E
を
横
軸
に

B
を
縦
軸
と
す
る
直
角
座
標
上
に
描

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
云
ふ
如
く
、

等
議
線
の
一
に
一
定
数
を
乗

此
闘
係
は
前
述
の
闘
係
を
取
去
り
、

X
財
の
み
た
ら
す
他
財
を

も
購
入
す
る
と
し
て
も
、
貨
幣
一
般
奴
用
函
剪
が
4
次
の
同
次
函
敷
で
あ
る
性
質
を
失
は
ぬ
限
り
妥
営
す
る
。

個
人
に
就
い
て
も
阿
様
の
闘
係
が
妥
嘗
す
る
が
故
に
、
凡
て
の
等
董
線
は
個
人
の
異
に
拘
は
ら
す
、

の
限
界
奴
用
そ
の
も
の
が
各
人
に
依
り
て
異
り
、
而
も
、
異
人
間
の
奴
用
が
通
算
し
得
ざ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、

の
限
界
放
用
曲
線
か
ら
他
人
の
そ
れ
を
導
出
す
る
事
は
不
可
能
で
は
あ
る
が
。

さ
て
、
か
く
し
て
得
ら
れ
た
る
等
祉
線
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
云
ふ
が
如
く
、

ぬ
。
か
く
て
、
凡
て
の
等
漏
線
は
相
似
形
を
持
つ
。
従
っ
て
、

闊
係
は
保
た
れ
る
か
ら
、
凡
て
の
等
議
線
は
、

雨
軸
よ
り
夫
々
異
り
た
る
一
定
距
離
に
あ
る
双
曲
線

e
た
け
れ
ば
な
ら

が
け
ば
、
雨
軸
を
漸
近
線
と
す
る
と
こ
ろ
の
双
曲
線
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

而
し
て
、

X

の
値
を
如
何
に
と
る
と
も
、
此

b
、
同
時
に
E
と

9
と
の
逆
比
例
の
闘
係
が
あ
る

3

か
4

る
闘
係
を
、

は
雙
敷
E
P
に
闘
す
る
4
次
の
同
次
函
敷
で
あ
る
か
ら
、

文
を
不
愛
な
ら
し
む
る
E
と
P
と
の
間
に
正
比
例
の
闘
係
が
あ

若
し
憤
格
の
逆
数
を

9
と
す
れ
ば
、

く

(
E
;
P
.
)
1
1
/
1
 
u
 
(

x

)

 

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
穿

而
し
て
今
の
場
合
は
貨
幣
の
一
般
奴
用
函
数
で
あ
る
。
然
る
に
、
そ
れ

第

五

巻

三
四

第

二

競

-
0四



の
闊
係
を
是
認
す
る
も
の
は
た
い
。
こ
れ
は
フ
lJ
ッ
シ
ュ
法
の
非
を
證
明
す
る
所
以
で
あ
る
と
思
ふ
。

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
計
算
に
依
れ
ば
貨
幣
胄
曲
度
は
決
し
て
紐
釘
佃
1
で
は
な
い
。

論
的
に
純
梓
の
も
の
で
は
な
い
と
思
ふ
。

第
一
、
比
較
財
X
の
消
費
景
は
多
数
人
の
平
均
値
で
あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
不
賞
で
あ
る
。

第
二
、
諸
財
の
憤
格
組
織
を
P
た
る
一
菱
数
に
て
示
す
事
が
不
嘗
で
あ
る
。

笙
二
、
購
入
餘
力
た
官
質
所
得
限
位
に
て
測
定
す
る
が
不
嘗
で
あ
る
。

第
四
、
議
論
の
出
発
貼
は
均
衡
方
程
式
で
あ
る
。
然
る
に
、

は
不
嘗
で
あ
る
。

す
れ
ば
、
必
す
私
の
述
べ
た
結
果
を
得
る
坪
11

で
あ
る
。

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
穿

第

五

巻

第

二

被

1
0
五

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
計
算
の
結
果
が
理

さ
う
云
へ
ば
或
は

現
賓
に
於
い
て
成
立
す
る
市
場
闘
係
は
均
衡
黙
人

l

見
る
事

是
等
諸
不
営
を
内
に
含
ん
で
ゐ
て
、
理
論
的
正
確
を
期
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。

論
の
必
然
的
結
論
と
一
致
ぜ
ざ
る
は
、
材
料
の
中
に
含
ま
れ
た
る
不
営
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

に
記
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
た
．
今
私
は
同
執
し
た
い
と
し
て
も
、

厳
正
な
る
材
料
を
以
つ
て

然
ら
ば
、
等
帰
線
は
何
を
意
味
す
る
か
。
私
は
前
―
―
一
段
の
仮
定
に
締
り
て
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
。

三
二
五

私
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
用
ひ
た
る
材
料
が
決
し
て
理

的
た
き
に
射
る
矢
の
如
く
で
あ
る
と
。
併
し
な
バ
ち
、
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
計
算
が
正
し
く
た
い
と
云
ふ
論
者
の
あ
る
事
は
既

反
論
す
る
も
の
が
あ
ら
う
。

て
、
絹
封
値
に
於
い
て
一
で
あ
り
、

叉
凡
て
の
個
人
に
於
い
て
さ
う
で
あ
る

6

そ
の
非
難
は

然
し
た
が
ら
、
何
人
も
か
と
る
荒
唐
無
稽



幣
の
限
界
妓
用

V
I
V
Z
5
:
；
・
・
・
を
結
ぶ
線
が
一
定
の
闘
係
、
即
ち
、

説
明
し
よ
う
。
た
閾
に
於
い
て
、
賓
線
JR
は
債
格
1
に
於
け
る
貨
幣
奴
用
線
で
あ
る
。
＇（
憤
格
1
な
る
が
故
に

8
も
亦
一
而

Q
 

し
て
、
こ
れ
は
財
の
放
用
線
と
一
す
る
。
）
所
得
oM
に
て
⑪
だ
け
賓
現
す
る
。
債
格
2
従

っ

て

予

i
と
な
れ
ば
、
貨
幣

1

M

J

 

R
 

奴
用
線
は
lV
の
所
得
に
て
と
ま
で
賓
現
す
る
。
債
格

p
1
1
ー
従
つ
て

p
1
1
2
と
な
る
と
｀
貨
幣
奴
用
線
は
所
得
に
て

0

Q

2

 

0
 

SR
ま
で
賓
現
す
る
。
か
く
し
て
、
多
数
の
黙

RIRz
凡：
．．
 
を
得
て
、
之
を
結
ぶ
滑
た
る
線
が
等
督
線
で
あ
る
。

Q
 

R
 

線
は
財
の
放
用
線
I

が
如
何
な
る
姿
を
取
ら
う
と
も
、
必
中
、
附
軸
を
渾
近
線
と
す
る
双
曲
線
で
あ
る
。

Q

.

 

が
如
何
た
る
値
に
固
定
せ
ら
れ
、
従
つ
て
、

就
い
て
、

限
界
放
用
薪
測
定
法
の
陥
穿

各
均
衡
黙
に
於
け
る
各
の
貨
幣
放
用
曲
線
が
如
何
た
る
黙
ま
で
賓
現
せ
ら
れ

こ
の
等
祉

に
於
い
て
貨
幣
妓
用
線
の
寅
現
せ
ろ
部
分
は
、

購
入
餘
力
と
慣
格
と
の
問
た
は
正
比
例
の
闊
係
が
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
各
黙
に
於
い
て
、

貨
幣
曲
線
の
賓
現
せ
る
部

分
の
間
に
一
定
の
闘
係
が
あ
ろ
筈
で
あ
る
。
そ
の
事
か
ら
、
購
入
餘
力
と
慣
格
と
の
礎
化
す
る
に
つ
れ
て
、

雨
軸
を
漸
近
線
と
す
る
双
曲
線
と
た
る
。
岡
表
を
以
て

而
し
て
X

の
値

菱
化
す
る
貨

<
211
く
(
E
2P
2)
V
3
1
1
く

(
E
3
,
Pa)

が
描
く
曲
線
で
あ
る
。
然
る
に
、

1
0
六

p
 

財
の
放
用
函
敷
と
貨
幣
の
一
般
放
用
函
数
（
今
の
恨
定
に
於
い
て
は
特
殊
妓
用
函
藪
）
と
の
闊
係
は
く
(
E
)
1
1
u
(
x
)

で
あ
る
。
貨
幣
放
用
曲
線
は
幾
何
學
的
に
説
明
す
れ
ば
、
財
の
放
用
曲
線
の
縦
軸
に
1
-
P
を
、
横
軸
に

P
を
乗
じ
た
る
も

の
で
あ
る
。
今
一
均
衡
貼
を
考
へ
る
。
こ
の
黙
に
於
け
る
購
入
餘
力
を

El‘

憤
格
を

Pl
、
敷
兼
を

XI
と
す
る
。

け
る
貨
幣
奴
用
線
の
賓
現
せ
る
部
分
は
定
ま
る
。
そ
れ
は

<
1
1
1
く
(
E
,
P
)
に
て
描
か
れ
る
部
分
で
あ
る
。
他
の
均
衡
黙
に

一
定
値
XL
を
購
入
せ
し
む
る
購
入
餘
力
を
恥
恥
…
…
慣
格
を

Pi
氏
：
．．．． 
と
す
る
。

第

五

巻

さ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
等
の
黙

―-
f
六

第

二

輩

此
貼
に
於



限
界
奴
用
新
瀾
定
法
の
略
穿

ら
れ
る
も
の
は
、
所
得
JlVの
後
の
半
分
を
債
格
1
に
て
、
最
初
の
半
分
の
後
半
を
債
格
1
]2
、
残
半
分
の
後
半
を
1
-4••• 

．．．
 
に
て
、
従
つ
て
、

(
T
+
T
+
T
十

．．．．．
．
 

）

X

を
消
費
し
た
る
場
合
の
練
妓
用
で
あ
る
。

Q
3
 

Q
ー

Q

2

 

。

k 

＇、
3 

-「―~--―,--
1....L 

M 
J ”I 

知
＇ ，
 

”
 
2
 

た
る
ほ
ど
、
貨
幣
の
限
界
奴
用
の
愛
動
の
姿
を
表
現
す
る
が
、

第

五

巻

三
二
七

第

二

蒙

1
0
七

然
る
に
賓
際
に
は
X

だ
げ
消
費

U

線
を
積
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
総
奴
用
は
得
ら
れ
た
い
。

例
へ
ば
、
所
得
OM
を
有
す
る
場
合
の
練
奴
用
は
、
フ
リ
ッ

シ
ュ
の
一
云
ふ
如
く
た
ら
ば
雨
軸
、
曲
線
…
•
•
•
R
a

瓦
R
l、
直

ー

線

z
に
て
園
ま
れ
た
る
部
分
で
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
が
、

Rl 

所
得
olV
を
有
す
る
場
合
の
綿
奴
用
は
四
邊
形

O
.
Q
1
R
1
M
1

で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

等
最
線
の
積
分
に
依
り
て
求
め

依
り
て
線
妓
用
が
得
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
、
等
董

あ
る
が
、
限
異
放
用
曲
線
を
積
分
す
れ
ば
、
そ
れ
に

あ
く
ま
で
可
愛
的

斐

勁
を
前
提
す
る
。
同
じ
事
で
は

け
る
等

董

線
は
、
岡
表
に
於
い
て

最
も
明
た
る
如
く
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
の
主
張
す
る
如
く
に
。
此
曲
線
は

理
論
的
貨
幣
妓
用
曲
線
の
必
要
條
件
と
し
て
の
、
憤
格
の

不

雙

的

斐

動
を
前
提
し
て
ゐ
な
い
。

よ
う
と
、
凡
て
相
似
で
あ
る
。
唯
常
数
C
の
大
さ
が
異
る
だ
け
で
あ
る
。

フ
リ
ッ

シ
ュ
に
於



る
。
査
し
、
決
し
て
貨
幣
の
限
界
妓
用
曲
線
と
全
線
を
通
じ
て
闘
係
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
四
、
第
一
二
訟
を
譲
る
と
し
て
も

第
三
、

等
祉
線
か
ら
貨
幣
放
用
曲
線
又
は
貨
幣
栂
曲
度
係
数
を
導
出
す
事
は
不
可
能
で
あ

以
上
の
二
獣
か
ら
根
本
方
程
式
は
成
立
す
る
を
得
な
い
。

て
ゐ
る
。
こ
れ
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
根
本
思
想
の
根
本
的
諜
謬
で
た
く
て
何
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
明
に
、

貨
幣
の
一
般
的
限
界
奴
用
函
数
に
闘
す
る
深
き
考
察
を
鋏
ぐ
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

私
は
以
上
で
、
種
々
の
方
面
よ
り
フ
リ
ッ
シ
ュ
方
法
を
吟
味
し
た
。
而
し
て
、
如
何
に
し
て
も
、

界
妓
用
曲
線
を
測
定
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
事
を
明
に
し
た
と
信
す
る
。
今
之
を
要
約
す
る
。

第
一
、
貨
幣
の
一
般
的
限
界
妓
用
を
所
得
と
生
活
債
格
指
数
と
の
二
菱
数
と
す
る
事
は
不
営
で
あ
る
。

獨
立
菱
敷
、
各
財
の
憤
格
個
を
不
定
常
数
と
す
る
函
数
で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

第
二
、
各
財
に
闘
す
る
貨
幣
の
特
殊
奴
用
函
数
が
凡
て
異
る
が
故
に
貨
幣
の
横
次
的
増
分
に
相
應
す
る
各
財
の
増
分
の

横
次
的
集
合
の
楷
成
は
、
財
の
種
類
に
於
い
て
叉
そ
の
敷
最
に
於
い
て
異
る
、
従
っ
て
、

浮
べ
る
事
が
出
来
な
い
。
夫
故
に
、
貨
幣
の
賓
質
的
限
界
奴
用
函
数
は
成
立
し
得
な
い
。

四

結

限
界
放
用
新
測
定
法
の
陥
穿

第

五

巻

-＝三八

繰
返
L
て
云
へ
ば
、

フ
リ
ッ
シ
ュ
法
は
限

賓
質
所
得
箪
位
の
放
用
を
思
ひ

そ
れ
は
所
得
を

第

二

撃

-
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